
保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 
（
３
）
要

求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

Ａ
．
高
圧
代
替
注
水
系
が

動
作
不
能
の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
高
圧
炉
心
注
水
系
１
系
列
を
起
動
し
，

動

作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他

設
備

※
９
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故

等
対

処
設
備

※
１

０
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す

る
。
 

速
や
か
に
 

   

３
日
間
 

   

３
０
日
間
 

Ｂ
．
原
子
炉
隔
離
時
冷
却

系
と
共
用
す
る
配
管

又
は
弁
が
動
作
不
能

の
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
圧
炉
心
注
水
系
１
系
列

及
び
常
設
代
替

交
流

電
源

設
備

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す

る
。
 

速
や
か
に
 

   

１
０
日
間
 

Ｃ
．
条
件
Ａ
又
は
Ｂ
で
要

求
さ
れ
る
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

Ｃ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｃ
２
．
当
直
長
は
，
原
子
炉
圧
力
を
１
．
０
３
MP
a[
ga
ge
]未

満
に

す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

※
９

：
残

り
の

高
圧

炉
心

注
水

系
１

系
列
及

び
高

圧
炉

心
注

水
系

に
接
続

す
る

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル
発

電

機
２
台
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
1
0
：
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
を
い
う

。
 

 

        

 ⑧
 

運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
高

圧
代
替

注
水
系

は
，

１
Ｎ
要

求
設
備

で
あ
る

た
め

，
動
作

可
能
な

系
統
数

が
１

Ｎ
未
満

と
な
っ

た
場

合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）

,（
３
）
）

 
 

Ａ
１

．
対

応
す

る
設

計
基
準
事

故
対

処
設

備
が

動
作

可
能
で

あ
る

こ
と

を
“

速
や

か
に
”

起
動

し
確

認

す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
技
術
的
能
力
で
整
理

し
た

“
機

能
喪

失
を
想

定
す
る

設
計
基

準
事

故
対
処

設
備
”

で
あ

る
高
圧
炉
心
注
水
系
が
該
当
す

る
。

 
 

高
圧

代
替

注
水

系
は

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
と

共
通

要
因

で
故

障
す

る
可

能
性

が
あ

り
得

る

（
蒸

気
ラ

イ
ン

が
一

部
共

通
の

た
め

）
こ

と
か

ら
，

駆
動

源
の

異
な

る
高

圧
炉

心
注

水
系

（
非

常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
含
む
）
を
設
定
す
る
。

 
 Ａ
２

．
動

作
不

能
と

な
っ
た
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
同
等

の
機

能
を

有
す

る
重

大
事
故

等
対

処
設

備

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

対
象

と
な

る
設

備
は

「
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
添

付
書
類
十
）
」
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
対
応

す
る

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

が
動

作
可

能
で

あ
る

場
合

の
Ａ

Ｏ
Ｔ

上
限

（
１

Ｎ
未

満
）

で
あ

る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
 

原
子
炉
隔

離
時
冷

却
系

は
，

中
央
制
御

室
か
ら

速
や

か
に
起

動
す
る

こ
と
が

可
能

で
あ
り

，
流

量
等
も
高
圧
代
替
注
水
系
と
同
等
な
性
能
を
有
す
る
。

  
 

Ａ
３

．
当

該
系

統
を

復
旧

す
る

。
完

了
時

間
は

，
同
等

な
機

能
を

有
す

る
重

大
事
故

等
対

処
設

備
が

動

作
可
能
な
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
で
あ
る
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 【
要
求
さ
れ
る
措
置
Ｂ
１

．
の
考
え
方
】

 
原

子
炉
隔
離

時
冷
却

系
と
共
用
す
る
配
管
又
は
弁
が
故
障

し
た

場
合
は
，

高
圧
代

替
注
水
系

及
び
原
子

炉

隔
離

時
冷

却
系

が
と

も
に

動
作

不
能

と
な

る
た

め
，
要

求
さ

れ
る

措
置

Ａ
２

．
が
実

施
不

可
と

な
る

。

そ
の

た
め

，
保

安
規

定
変

更
に

係
る

基
本

方
針

に
は
記

載
し

て
い

な
い

が
，

安
全
上

有
効

と
考

え
ら

れ

る
措

置
を

設
定

し
，

保
安

規
定

第
３

９
条

（
非

常
用
炉

心
冷

却
系

そ
の

１
）

で
原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系

が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
と
同
様
に

「
１
０
日
間
」
の
完
了
時
間
を
設
定
す
る
。

 
 Ｂ

１
．
原
子

炉
隔
離

時
冷
却
系
と
共
用
す
る
配
管
又
は
弁
が
故

障
し
た
場

合
は
，

高
圧
炉
心

注
水
系
１

系

列
並

び
に

重
大

事
故

等
対

処
設

備
で

あ
る

常
設

代
替

交
流

電
源

設
備

を
“

速
や

か
に

”
確

保
す

る
こ

と
に

よ
り

，
高

圧
代

替
注

水
系

が
必

要
と

な
る

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

に
お

い
て

も
，

高
圧
注
水
機
能
を
確
保
す
る
。

 
 Ｂ

２
．

当
該

系
統

を
復

旧
す
る

。
完

了
時

間
は

保
安

規
定

第
３

９
条

（
非

常
用

炉
心
冷
却

系
そ

の
１

）

で
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

が
動

作
不

能
時

は
１

０
日

間
と

な
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
，

そ
れ

に
準

じ
て
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｃ

１
．，

Ｃ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 ６
６
－
２
－
２
 
高
圧
代
替
注
水
系
及
び
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
現
場
起
動
）
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 ③

 

高
圧

代
替

注
水

系
及

び
原

子
炉

隔
離
時
冷
却
系
（
現
場
起
動
）

 

原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
（
原
子
炉
圧
力
が
１
．
０
３
M
P
a[
g
a
ge
]

以
上
）
に
お
い
て
，
高
圧
代
替
注
水
系
又
は
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
を
現
場

操
作
に

よ
り
起
動
で
き
る
こ
と

※
１
 

※
１
：
必
要
な
電
動
弁
の
手
動
操
作
用

レ
バ
ー
及
び
ハ
ン
ド
ル
の
操
作
に
よ
り
現
場
起
動
で
き
る
こ
と
を
い
う
。
 

                                    

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
五
条
（
１
．
２
）
が
該
当
す
る
。

 
 

②
 

運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
，
２
）

 
 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
高
圧
代
替
注
水
系
又
は
原
子
炉
隔
離
時

冷
却
系
を
現
場
操
作
に
よ
り
起
動
す
る
た
め
に
必
要
な

電
動
弁
の
手
動
操
作
用
レ
バ
ー
及
び
ハ
ン

ド
ル
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
３
（
１
））

 
 ・

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
五
条
（
１
．
２
）

 
「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順

等
）
」
と
し
て
，
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
高
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
，
設
計
基
準
事
故
対

処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防

止
す
る
た
め
，
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。 

 設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
五
条
（
１
．
２
）
の
現
場
で
の
手
動
起
動

の
要
求
に
つ
い
て
は
，
高
圧
代
替
注
水
系
又
は
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
ど
ち
ら
か
が
現
場
手
動

起
動
可
能
で
あ
れ
ば
満
足
で
き
る
こ
と
か
ら
，
い
ず
れ
か
が
現
場
手
動
起
動
で
き
れ
ば
良
い
。（

添

付
－
３
）
ま
た
，
ポ
ン
プ
等
の
系
統
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
中
央
制
御
室
か
ら

の
遠
隔
起
動
も
不
可
と
な
る
た
め
，
６
６
－
２
－
１
（
高
圧
代
替
注
水
系
（
中
央
制
御
室
か
ら
の

遠
隔
起
動
）
）
又
は
保
安
規
定
第
３
９
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
１
）
の
運
転
上
の
制
限
の
逸

脱
と
し
て
対
応
す
る
こ
と
か
ら
，
本
表
で
は
現
場
操
作
に
よ
り
起
動
す
る
た
め
に
必
要
な

電
動
弁

の
手

動
操

作
用

レ
バ

ー
及

び
ハ

ン
ド

ル
が

取
り

付
け

ら
れ

て
い

る
こ

と
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

 
 現
場
操
作
に
よ
り
起
動
す
る
た
め
に
必
要
な
電
動
弁
：

 
 
 
高
圧
代
替
注
水
系

 
 
 
 
 
・
高
圧
代
替
注
水
系
タ
ー
ビ
ン
止
め
弁
［
Ｅ
５
１
－
Ｍ
Ｏ
－
Ｆ
０
６
５
］

 
 
 
 
 
・
高
圧
代
替
注
水
系
注
入
弁
［
Ｅ
６
１
－
Ｍ
Ｏ
－
Ｆ
０
０
４
］

 
  
 
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

 
 
 
 
 
・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
タ
ー
ビ
ン
止
め
弁
［
Ｅ
５
１
－
Ｍ
Ｏ
－
Ｆ
０
３
７
］

 
 
 
 
 
・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
注
入
弁
［
Ｅ
５
１
－
Ｍ
Ｏ
－
Ｆ
０
０
４
］

 
 
 
 
 
・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
冷
却
水
ラ
イ
ン
止
め
弁
［
Ｅ
５
１
－
Ｍ
Ｏ
－
Ｆ
０
１
２
］

 
 

な
お
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
つ
い
て
は
，
６
６
－
２
－
１
（
高
圧
代
替
注
水
系
（
中
央

制
御
室
か
ら
の
遠
隔
起
動
））

又
は
保
安
規
定
第
３
９
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
１
）
と
同
様

に
，
原
子
炉
圧
力
が
１
．
０
３
M
P
a
[g
a
g
e]
以
上
を
対
象
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 

目
 
④
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
原

子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
（
原
子
炉
圧
力
が
１
．

０
３
M
P
a
[g
a
g
e]
以
上
）

に
お
い

て
，
高

圧
代

替
注
水

系
を
現

場
操

作
に

よ
り

起
動

す
る

た
め

に
必

要
な

電
動

弁
の

手
動

操
作

用
レ

バ

ー
及
び
ハ
ン
ド
ル
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

２
．
原

子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
（
原
子
炉
圧
力
が
１
．

０
３
M
P
a
[g
a
g
e]
以
上
）

に
お
い

て
，
原

子
炉

隔
離
時

冷
却
系

を
現

場
操

作
に

よ
り

起
動

す
る

た
め

に
必

要
な

電
動

弁
の

手
動

操
作

用

レ
バ

ー
及

び
ハ

ン
ド

ル
が

取
り

付
け

ら
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す

る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

  （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 
⑤
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑥
 

完
了
時
間
 

Ａ
．
高
圧
代
替
注
水
系
及
び
原
子
炉

隔
離

時
冷

却
系

が
現

場
操

作

に
よ
り
起
動
で
き
な
い
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
高
圧
炉
心
注
水
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る

※
２
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
高
圧
代
替
注
水
系
又
は
原
子
炉
隔
離
時
冷
却

系
が
中
央
制
御
室
か
ら
の
遠
隔
操
作
に
よ
り
起
動
で
き

る
こ
と
を
確
認
す
る

※
２
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
高
圧
代
替
注
水
系
又
は
原
子
炉
隔
離
時
冷
却

系
が
現
場
起
動
で
き
る
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

３
日
間
 

   

３
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ
れ
る
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達
成
で
き
な
い
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
原
子
炉
圧
力
を
１
．
０
３
MP
a[
ga
ge
]未

満

に
す
る
。
  

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

※
２

：
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
確
認
す

る
こ
と
を
い
う
。
 

 
④

 
適

用
さ

れ
る

原
子
炉

の
状

態
に

お
け

る
確

認
事
項

を
記

載
す

る
。
（

保
安

規
定
変

更
に
係
る

基
本

方
針
４
．
２
）

 
ａ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
ポ
ン
プ
等
の
系
統
設
備
に
つ
い
て
は
６
６
－
２
－
１
（
高
圧
代
替
注
水
系
（
中
央
制
御
室
か

ら
の
遠
隔
起
動
））

及
び
保
安
規
定
第
３
９
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
１
）
で
管
理
さ
れ

て
い
る
た
め
，
こ
こ
で
は
，
現
場
起
動
に
必
要
な
電
動
弁
手
動
操
作
用
レ
バ
ー
及
び
ハ
ン
ド

ル
の
取
付
状
態
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
頻
度
に
つ
い
て
も
，
６
６
－
２
－
１
（
高
圧
代
替
注
水
系
（
中
央
制
御
室
か
ら
の
遠
隔
起
動
））

及
び
保
安
規
定
第
３
９
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
１
）
で
整
理
さ
れ
て
い
る
頻
度
に
合

わ
せ
，
１
ヶ
月
に
１
回
と
す
る
。

 
     ⑤

 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
 

⑥
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，（

３
））
 

 Ａ
１
．
現
場
起
動
が
で
き
な
い
場
合
に
は
，
６
６
－
２
－
１
（
高
圧
代
替
注
水
系
（
中
央
制
御
室

か
ら
の
遠
隔
起
動
）
）
及
び
保
安
規
定
第
３
９
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
１
）
に
お
い

て
速

や
か

に
確

認
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
高

圧
炉

心
注

水
系

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
で
，
高
圧
注
水
機
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
完
了

時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 
 Ａ
２
．
現
場
起
動
が
で
き
な
い
場
合
に
は
，
中
央
制
御
室
か
ら
の
遠
隔
操
作
に
よ
り
起
動
で
き
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ａ
３
．
現
場
起
動
で
き
る
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
同
等
な
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故

等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
に
準
じ
て
「
３
０
日
間
」
と
す

る
。
 

 Ｂ
１
．
，
Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の

設
定
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

Ａ
．
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に

よ
る
減
圧
系
が
動
作
不
能

の
場
合
 

及
び
 

逃
が

し
安

全
弁

用
可

搬
型

蓄

電
池

に
よ

る
減

圧
系

が
動

作

不
能

の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
直
流
電
源
Ａ
系
及
び
Ｂ
系
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
１
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
４
を
検
討
し
，
原
子
炉
主

任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

又
は
 

Ａ
２

．
２
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対

策
設

備
※

５
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確

認
す
る
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す

る
。
 

速
や
か
に
 

  

３
日
間
 

 

 ３
日
間
 

   

１
０
日
間
 

Ｂ
．
高
圧
窒
素
ガ
ス
供
給
系
に
よ

る
作
動
窒
素
ガ
ス
確
保
系
が

動
作
不
能
の
場
合
 

Ｂ
１

．
当
直
長
は
，
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
の
圧
力
が
健
全
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
６
。
 

及
び
 

Ｂ
２

．
１
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
４
を
検
討
し
，
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

又
は
 

Ｂ
２

．
２
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対

策
設

備
※

５
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確

認
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
３

．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

３
日
間
 

  

３
日
間
 

   

１
０
日
間
 

Ｃ
．
条
件
Ａ
又
は
Ｂ
で
要
求
さ
れ

る
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

Ｃ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｃ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

※
４
：
代
替
品
の
補
充
を
い
う
。
 

※
５

：
代
替
逃
が
し
安
全
弁
駆
動
装
置

に
よ
る
減
圧
を
い
う
。
 

※
６
：
高
圧
窒
素
ガ
ス
供
給
圧
力
が
「
第
３
９
条
 
非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
１
」
に
定
め
る
値
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
可

搬
型

直
流

電
源

設
備
に

よ
る

減
圧

系
及

び
逃

が
し
安

全
弁

用
可

搬
型

蓄
電

池
に
よ

る
減

圧
系

は
，

両

方
が
動
作
不
能
の
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 
高
圧
窒
素
ガ
ス
ボ
ン
ベ
に
よ
る
作
動
窒
素
ガ
ス
確
保
系
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な

系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 
 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
Ａ
１
．
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備

 
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）」

の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定

す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
常
設
直
流
電
源
系
統
（
Ａ
系
及
び
Ｂ
系
）
が
該
当
し
，

完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 
 Ａ
２
．
１
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
可
搬
型
直
流

電
源
設
備
又
は
可
搬
型
蓄
電
池
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
。
完
了
時
間
は
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ

上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
の
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ａ
２
．
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動
作
可

 
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合

の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
自
主
対
策
設
備
は
，
代
替
逃
が
し
安
全
弁
駆
動
装
置
が
該
当
す
る
。
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ

る
減

圧
系

及
び

逃
が

し
安

全
弁

用
可

搬
型

蓄
電

池
に

よ
る

減
圧

系
は

有
効

性
評

価
に

て
期

待
し

て
い
な
い
こ
と
か
ら
，
時
間
制
限
は
な
く
，
補
完
措
置
は
不
要
と
な
る
。

 
 Ａ
３
．
当
該
系
統
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
又
は
自
主
対
策
設
備
が
動
作

 
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
１
．
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
設
置
変
更
許
可
申

 
請
書
（
添
付
書
類
十
）」

の
技
術
的
能
力
で
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
は
設
定
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
の
た
め
，
こ
こ
で
は
自
動
減
圧
系
の
動
作
に
必
要
な
系
統
圧
力
が
確
保
さ
れ
て
い

る
こ

と
を

担
保

す
る

た
め

，
自

動
減

圧
系

の
高

圧
窒

素
ガ

ス
供

給
圧

力
が

保
安

規
定

第
３

９
条

（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
１
）
に
定
め
る
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
，
完
了
時
間

は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 
 Ｂ
２
．
１
．
 
Ａ
２
．
１
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
代
替
措
置
と
は
ボ
ン
ベ
の
補
充
等
を
い
う
。

 
 Ｂ
２
．
２
．
 
Ａ
２
．
２
．
と
同
様
。

 
 Ｂ
３
．
 
Ａ
３
．
と
同
様
。

 
 

Ｃ
１
．，

Ｃ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 

            コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
８

６
 

                     コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
８

６
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

※
６
：「

６
６
－
１
１
－
１
 
重
大
事
故
等
収
束
の
た
め
の
水
源
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。 

※
７
：「

６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代

替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※

８
：「

６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替

交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※

９
：「

６
６
－
１
２
－
６
 
代
替
所
内

電
気
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
復
水
移
送
ポ
ン
プ
１
台
運
転
に
て
揚
程
が
　
　
ｍ
以
上
，
流
量
が

　
　
　
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
，復

水
移

送
ポ
ン
プ
２
台
で
流
量
が
　
　
　
ｍ

３
／
ｈ
以
上
，復

水
移
送
ポ
ン

プ
１
台
で
流
量
が
　
　
　
ｍ

３
／
ｈ
以
上
確
保
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

２
．
復
水
補
給
水
系
に
お
け
る
タ
ー
ビ
ン
建
屋
負
荷
遮
断
弁
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認

に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

当
直
長
 

３
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
に
お
い
て
，
復
水
移

送
ポ
ン
プ
２
台
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料

交
換

※
１
０
に
お
い
て
は
，
復
水
移
送
ポ
ン
プ
１
台
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
１
１
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

４
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃

料
交
換

※
１
０
に
お
い
て
，
低
圧
注
水
系
Ａ
系
及
び
Ｂ
系
に
お
け
る

注
入
隔
離
弁
及
び
洗
浄
水
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の

開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

※
1
0
：
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ

ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は

 
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。

 
※

1
1
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は

，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

 

             

合
を
除
く
）
で
は
復
水
移
送
ポ
ン
プ
の
所
要
数
を
１
台
と
す
る
。（

添
付
－
２
）

 
  

 
  

 
 

⑦
 
適
用

さ
れ
る
原

子
炉
の
状

態
に
お

け
る
確
認

事
項
を
記

載
す
る

。
（
保

安
規
定
変

更
に
係
る
基

本
方
針

４
．
２
）

 
ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
項
目
１
が
該
当
。

 
確
認
す
る
流
量
及
び
揚
程
は
，
工
事
計
画
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
，
設
定
す
る
。（

添
付
－

２
）

 
定
検
停
止
時
の
点
検
に
合
わ
せ
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
２
，
３
，
４
が
該
当
。

 
弁
動
作
確
認
は
，
当
該
系
統
に
要
求
さ
れ
る
準
備
時
間
を
満
足
す
る
た
め
に
中
央
制
御
室
か
ら
の

遠
隔
操
作
が
必
要
な
弁
と
し
て
，
低
圧
注
水
系
に
お
け
る
注
入
隔
離
弁
及
び
洗
浄
水
弁
，
並
び
に

復
水
補
給
水
系
に
お
け
る
タ
ー
ビ
ン
建
屋
負
荷
遮
断
弁
を
対
象
と
す
る
。
な
お
，
項
目
２
の
タ
ー

ビ
ン
建
屋
負
荷
遮
断
弁
は
，
プ
ラ
ン
ト
運
転
中
に
開
閉
試
験
を
行
う
と
，
プ
ラ
ン
ト
に
外
乱
（
タ

ー
ビ
ン
グ
ラ
ン
ド
シ
ー
ル
蒸
気
喪
失
に
よ
る
復
水
器
真
空
度
悪
化
）
を
与
え
る
た
め
，
プ
ラ
ン
ト

停
止
中
に
試
験
を
行
う
。

 
項
目
３
，
４
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
と
同
等
と
し
，
１
ヶ
月
に
１

回
,動

作
確
認
を
実
施
す
る
。

 
                    

       コ
メ
ン
ト
Ｎ
ｏ

．
８

２
 

                                

枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。

66-4-1

TS-25回答資料
令和2年6月30日

6

t1114511
四角形



   

保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 ６
６
－
４
－
２
 
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
 ①

 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 

目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 ③

 

低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
 

低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１

※
２

 

 

適
用

さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態

 ④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
３
 

可
搬
型
代
替
注

水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

※
４
 

燃
料
補
給
設
備
 

※
５
 

可
搬
型
代
替
交

流
電
源
設
備
 

※
６

 

常
設
代
替
交
流

電
源
設
備
 

※
７

 

代
替
所
内
電
気

設
備
 

※
８
 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
，
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
系
統
構
成
（
接
続
口
及
び

遠
隔
手
動
操
作
設
備
を
含
む
）
が
で
き
る
こ
と
を
い
う
。
 

※
２
：
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
の
注
水
ラ
イ
ン
は
，「

６
６
－
４
－
１
 
低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
」
，

「
６
６
－
４
－
２
 

低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
」
，「

６
６
－
５
－
５
 
代
替
循
環
冷
却
系
」
，「

第

３
９
条
 

非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
１
」
，「

第
４
０
条
 
非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
２
」
の
設
備
を
兼

ね
る
。
動
作
不
能
時
は
，
各
条
文
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。

 
※
３
：
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
原
子
炉

内

か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。

 
※
４
：
「
６
６
－
１
９
－
１

 
可
搬
型
代
替

注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を

定

め
る
。

 
※
５
：「

６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※
６
：「

６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※
７
：「

６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※
８
：「

６
６
－
１
２
－
６
 
代
替
所
内
電
気
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
         

 
①

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
が
該
当
す
る
。

 
ま
た
，
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３
の
手
順
で
使
用
す
る
。

 
 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
低
圧

代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係

る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）

 
 
「
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）

と
し
て
，
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

が
有

す
る

原
子

炉
の

冷
却

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
も

炉
心

の
著

し
い

損
傷

及
び

原
子

炉

格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
，
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順

等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）

 
「
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
，
炉
心
の
著

し
い

損
傷

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

に
落

下
し

た
溶

融
炉

心
を

冷
却

す

る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
・
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３

 
「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
手
順
等
」
と
し
て
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必
要

な
水
源
と
は
別
に
，
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え

て
，
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十

分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
，
必
要
な
手
順
等
を
定
め
る
こ
と
。

 
 

④
 
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
は
，
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
，
設

計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
原
子
炉
の
冷
却
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
炉
心
の
著
し
い

損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能

維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位

付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
に
て
注

水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合

は
，
原
子
炉
へ
の
注
水
が
不
要
と
な
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，

起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か

つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉

の
場
合
を
除
く
）」

と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 ⑤

 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 ⑥

 
本
表
の
主
要
な
設
備
に
つ
い
て
は
，
す
べ
て
他
表
に
て
設
定
す
る
こ
と
か
ら
，
確
認
事
項
に
つ
い
て
は

記
載
し
な
い
。
運
転
上
の
制
限
で
あ
る
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
系
統

構
成
が
で
き
な
い
場
合
の
措
置
と
し
て
，
要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。

 
 ＜

参
考
＞
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
が
下
記
の
性
能
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
行
為
は
，「

６

                コ
メ
ン
ト
Ｎ
ｏ

．
８

４
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 表
６
６
－
５
 
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

 ６
６
－
５
－
１
 
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
 
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 ③

 

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
 

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
※

２
 

 
適
用

さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

フ
ィ
ル
タ
装
置
 

１
個
 

よ
う
素
フ
ィ
ル
タ
 

２
個
 

ラ
プ
チ
ャ
ー
デ
ィ
ス
ク
 

２
個
 

遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
 

 
２
本

※
３
 

ス
ク
ラ
バ
水
ｐ
Ｈ
制
御
設
備
 

１
式
 

ド
レ
ン
移
送
ポ
ン
プ
 

１
台
 

ド
レ
ン
タ
ン
ク
 

１
基
 

フ
ィ
ル
タ
装
置
出
口
放
射
線
モ
ニ
タ
 

※
４
 

フ
ィ
ル
タ
装
置
水
素
濃
度
 

※
４
 

可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
 

※
５
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

※
６
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
７
 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

※
８
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
９
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
 

※
１
０
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

※
１
１

 
※
１
：
必
要
な
弁
（
遠
隔
手
動
弁
操
作

設
備
含
む
）
及
び
配
管
を
含
む
。

 
※

２
：
原
子

炉
の
起
動

時
に
ド

ラ
イ
ウ
ェ

ル
点
検
を

実
施
す

る
場
合
は

，
ド
ラ
イ

ウ
ェ
ル

点
検
後
の

原
子
炉

の
状
態
が
起
動
に
な
る
ま
で
の
期
間
は
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
。

 
※
３

：「
６
６
－
５
－
２
 
耐
圧
強
化
ベ

ン
ト
系
」
の
遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
を
兼
ね
る
。

 
※
４
：「

６
６
－
１
３
－
１

 
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ
及
び
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等

を
定

め
る
。
 

※
５

：「
６
６
－
５
－
３
 
可
搬
型
窒
素

供
給
装
置
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

※
６
：「

６
６
－
１
９
－
１
 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）」

に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を

定
め

る
。
 

※
７
：「

６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代

替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

 

 
①

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）
が
該
当
す
る
。

 
ま
た
，
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３
の
手
順
で
使
用
す
る
。

 
 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 

③
 
以

下
の

条
文

要
求

が
運
転

段
階

で
も

維
持

で
き

る
よ
う

，
常

設
重

大
事

故
等

対
処
設

備
で

あ
る

格
納

容

器
圧
力
逃
が
し
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基

本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）

 
「
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
，
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備

が
有
す

る
最
終

ヒ
ー
ト
シ

ン
ク

へ
熱

を
輸
送

す
る
機
能

が
喪

失
し

た
場
合

に
お
い
て

炉
心

の
著

し
い

損
傷
及

び
原
子

炉
格
納
容

器
の

破
損

を
防
止

す
る
た
め

，
最

終
ヒ

ー
ト
シ

ン
ク
へ
熱

を
輸

送
す

る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
（
１
．
７
）

 
「
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
圧
力
を
大
気
中
に
逃
が
す
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）

 
「
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
炉

心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
，
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た

め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
・
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３

 
「

重
大

事
故

等
の
収

束
に
必
要

と
な

る
水

の
供
給

手
順
等
」

と
し

て
設

計
基
準

事
故
の
収

束
に

必
要

な
水

源
と
は

別
に
，

重
大
事
故

等
の

収
束

に
必
要

と
な
る
十

分
な

量
の

水
を
確

保
す
る
こ

と
に

加
え

て
，

設
計
基

準
事
故

及
び
重
大

事
故

等
対

処
設
備

に
対
し
て

重
大

事
故

等
の
収

束
に
必
要

と
な

る
十

分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
，
必
要
な
手
順
等
を
定
め
る
こ
と
。

 
 格
納

容
器

圧
力

逃
が

し
装

置
は

系
統

内
で

の
水

素
燃

焼
を

防
止

す
る

た
め

，
格

納
容

器
内

を
窒

素
封

入

し
，
酸
素
濃
度
を
１
．
８
％
以
下
に
管
理
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
が
，
格
納
容
器
内
へ
の
窒
素
封
入
は

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
点
検
後
速
や
か
に
実
施
す
る
た
め
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
点
検
後
の
原
子
炉
の
状
態
が
起
動
に

な
る
ま
で
の
期
間
は
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
。

 
 

④
 
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
，
ま
た
原
子

炉
格
納
容
器
内
に
お
け
る
水
素
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破

損
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用

さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
３
（
１
）
）

 
 ⑤

 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
  

                コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
８

７
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

※
８
：「

６
６
－
１
２
－
５
 
可
搬
型
直

流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※

９
：「

６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替

交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

 
※

1
0
：「

６
６
－
１
２
－
４
 
所
内
蓄
電

式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て

 
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※

1
1
：「

６
６
－
１
２
－
６
 
代
替
所
内

電
気
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

 
      （
２
）
確
認
事
項

 
項
 
目
 
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
よ
う
素
フ
ィ
ル
タ
の
性
能
検
査
を

実
施
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

２
．
フ
ィ
ル
タ
装
置
の
性
能
検
査
を
実
施
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

３
．
フ
ィ
ル
タ
装
置
の
ス
ク
ラ
バ
水
の
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
濃
度

が
　
　
　
ｗ
ｔ
％
以
上
で
あ
る
こ

と
及
び
ｐ
Ｈ
が
　
　
以
上
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
後
の

原
子
炉
起
動
前

に
１
回
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

４
．
ド
レ
ン
移
送
ポ
ン
プ
の
流
量
が
９
．
１
ｍ

3
／
ｈ
，
揚
程
が
１
４
．

３
ｍ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

５
．
必
要
な
電
動
駆
動
弁
，
空
気
駆
動
弁
及
び
遠
隔
手
動
操
作
設
備

を
用
い
た
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，

動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態

を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

当
直
長
 

６
.
 
ス
ク
ラ
バ
水
ｐ
Ｈ
制
御
装
置

の
性

能
検
査
を
実
施
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

７
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認

す
る
。
ま
た
，
系
統
が
窒
素
置
換
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
系
統
圧

力
が
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

８
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
フ

ィ
ル

タ
装

置
の

ス
ク

ラ
バ

水
位

が
５

０
０

ｍ
ｍ

以
上

及
び

２

２
０
０
ｍ
ｍ
以
下
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

９
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
遠

隔
空

気
駆

動
弁

操
作

用
ボ

ン
ベ

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

1
0
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
ス

ク
ラ

バ
水

ｐ
Ｈ

制
御

装
置

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認

す
る
。
ま
た
，
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
保
有
量
が
　
　
　
　
　

Ｌ
以
上
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

 

 ⑥
 
フ
ィ
ル
タ
装
置
は
１
個
，
よ
う
素
フ
ィ
ル
タ
は
２
個
，
ラ
プ
チ
ャ
ー
デ
ィ
ス
ク
は
２
個
，
ド
レ
ン
タ
ン
ク

は
１
基
設
置
さ
れ
て
お
り
，
こ
れ
ら
の
数
を
所
要
数
と
す
る
。

 
遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
は
排
出
経
路
の
隔
離
弁
の
う
ち
，
空
気
作
動
弁
に
供
給
す
る
一
次
隔
離

弁
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
側
）
及
び
一
次
隔
離
弁
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
側
）
の
２
弁
に
て
系
統
構

成
が
可
能
で
あ
る
た
め
，
２
本
を
所
要
数
と
す
る
。
フ
ィ
ル
タ
装
置
入
口
弁
及
び
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
弁
の

操
作
用
ボ
ン
ベ
に
つ
い
て
は
流
路
構
成
に
不
要
な
た
め
，
所
要
数
に
含
め
な
い
こ
と
と
し
た
。
な
お
，
一

次
隔
離
弁
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
側
）
及
び
一
次
隔
離
弁
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
側
）
の
操
作
用
ボ

ン
ベ
に
つ
い
て
は
，
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
の
遠
隔
空
気
駆
動
弁
用
操
作
ボ
ン
ベ
と
所
要
数
を
兼
ね
る
。
 

ス
ク
ラ
バ
水
ｐ
Ｈ
制
御
設
備
は
必
要
な
１
式
を
所
要
数
と
す
る
。
な
お
，
ス
ク
ラ
バ
水
ｐ
Ｈ
制
御
設
備
１

式
と
は
，
ス
ク
ラ
バ
水
ｐ
Ｈ
制
御
設
備
用
ポ
ン
プ

1
台
，
必
要
な
ホ
ー
ス
及
び
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
６

９
１
．
３
Ｌ
以
上
）
を
い
う
。

 
ド
レ
ン
移
送
ポ
ン
プ
は
１
台
で
必
要
容
量
を
有
す
る
た
め
，
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。

 
（
添
付
－
２
）

 
 ⑦

 
適

用
さ

れ
る

原
子

炉
の

状
態

に
お

け
る

確
認

事
項

を
記

載
す

る
。
（

保
安

規
定

変
更

に
係

る
基

本
方

針

４
．
２
）

 
ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
 
 
項
目
１
，
２
，
３
，
４
，
６
が
該
当
。

 
 
 
 
 
項
目
３
で
は
，
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
濃
度
が
　
　
　
ｗ
ｔ
％
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
ｐ
Ｈ
が
　
　

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
（
添
付
－
２
）。

な
お
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
の
期
間
中
に

ス
ク

ラ
バ
水

の
補

給
を

し
た
場

合
は

，
水

酸
化

ナ
ト

リ
ウ
ム

の
濃

度
及

び
ｐ

Ｈ
が

規
定
値

以
上
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

項
目
４
で
確
認
す
る
流
量
及
び
揚
程
は
，
工
事
計
画
認
可
申
請
書
に
基
づ
き
，
設
定
す
る
。

 
（
添
付
－
２
）

 
 定

検
停
止
時
の
点
検

に
合
わ
せ

，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
な
お
，
項
目
３
に
つ
い
て
は
，
定
検

停
止
後
の
原
子
炉
起
動
前
に
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
 
 
項
目
５
，
７
，
８
，
９
，
１
０
が
該
当
。

 
項
目
５
に
つ
い
て
，
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
の
排
出
経
路
に
設
置
さ
れ
た
隔
離
弁
は
，
原
子
炉

運
転

中
は

格
納

容
器

バ
ウ

ン
ダ

リ
を
維

持
す

る
こ

と
が

要
求

さ
れ
る

た
め

，
定

検
停

止
時

に
開
閉

試
験
を
実
施
す
る
。

 
中
央
制
御
室
か
ら
の
遠
隔
操
作
で
必
要
な
弁
を
開
弁
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
空
気
駆
動

弁
に

つ
い
て

は
，
遠

隔
空

気
駆

動
弁

操
作

用
ボ
ン

ベ
内

の
窒

素
消

費
に

よ
る
Ｓ

Ａ
時

使
用

可
能
窒

素
量

の
減
少

を
考
慮

し
，

計
装

用
圧

縮
空

気
系
等

を
使

用
し

て
現

場
操

作
で
開

弁
で

き
る

こ
と
を

確
認
す
る
。

 
ま
た
，
遠
隔
手
動
弁
操
作
設
備
に
よ
り
開
弁
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

項
目
７
，
８
に
つ
い
て
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ

ラ
ン

ス
頻

度
と

同
等

と
し

，
１
ヶ

月
に
１
回

,動
作
確
認
を
実
施
す
る
。
な
お
，
項

目
８
で
確
認
す
る
フ
ィ
ル
タ
装
置
ス
ク
ラ
バ
水

位

は
，
工
事
計
画
認
可
申
請
書
に
基
づ
き
，
設
定
す
る
。
（
添
付
－
２
）

 
 項
目
９
，
１
０
に
つ
い
て
は
，「

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処

   コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
８

７
 

    コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
８

５
 

                       コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
８

８
 

枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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四角形



 

6
6
-
5
-
1
の
範
囲

赤
線
，
赤
枠
に
て
示
す
 

6
6
-
1
3
-
1
に
て
整
理

6
6
-
5
-
3
に
て
整
理

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

　
6
6
-
5
-
3
に
て
整
理

遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
に
よ
り
駆
動
空
気
を
確
保
し
，
中
央
制
御
室
か
ら
Ａ
Ｏ
弁
を

操
作
し
た
場
合
の
系
統
状
態
を
示
す
。
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t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
多角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
多角形

t1114511
多角形

t1114511
四角形



 

 

1.5-104 

 

 

第
1
.
5
.
4
図

 
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

減
圧

及
び

除
熱

 
概

要
図

（
2
/
2
）

 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
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6
6
-
5
-
3
に
て
整
理

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

6
6
-
1
3
-
1
に
て
整
理

6
6
-
5
-
1
の
範
囲

赤
線
，
赤
枠
に
て
示
す
 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
5
-
3
に
て
整
理

遠
隔

空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
に
よ
り
電
磁
弁
排
気
ポ
ー
ト
へ
駆
動
空
気
を
供
給
し
，

Ａ
Ｏ
弁
を
操
作
し
た
場
合
の
系
統
状
態
を
示
す
。
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t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
多角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
四角形

t0778977
折れ線

t0778977
多角形

t1114511
多角形

t1114511
四角形



 

 

1.5-129 

 

第
1
.
5
.
2
6
図

 
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

減
圧

及
び

除
熱

（
現

場
操

作
）

 
概

要
図

（
2
/
2
）
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6
6
-
5
-
1
の
範
囲

赤
線
，
赤
枠
に
て
示
す
 

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

6
6
-
1
3
-
1
に
て
整
理

6
6
-
5
-
3
に
て
整
理

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
5
-
3
に
て
整
理

遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
に
よ
り
駆
動
空
気
を
確
保
し
，
中
央
制
御
室
か
ら
Ａ
Ｏ
弁
を

操
作
し
た
場
合
の
系
統
状
態
を
示
す
。
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t0778977
四角形

t0778977
多角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
四角形

t0778977
折れ線

t0778977
多角形

t1114511
多角形

t1114511
四角形



 

 

1.7-87 

 

  

第
1
.
7
.
2
図

 
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

減
圧

及
び

除
熱

 
概

要
図

（
2
/
2
）
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6
6
-
5
-
3
に
て
整
理

6
6
-
1
3
-
1
に
て
整
理

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

6
6
-
5
-
1
の
範
囲

赤
線
，
赤
枠
に
て
示
す
 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
5
-
3
に
て
整
理

現
場
か
ら
遠
隔
手
動
操
作
設
備
に
て
Ａ
Ｏ
弁
を
操
作
し
た
場
合
の
系
統
状
態
を
示
す
。
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t0778977
四角形

t0778977
多角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
四角形

t0778977
折れ線

t0778977
多角形

t1114511
多角形

t1114511
四角形



 

 

1.7-118 

 

 

第
1
.
7
.
2
7
図

 
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

減
圧

及
び

除
熱

（
現

場
操

作
）

 
概

要
図

（
2
/
2
）
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6
6
-
5
-
3
に
て
整
理

6
6
-
1
3
-
1
に
て
整
理

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

6
6
-
5
-
1
の
範
囲

赤
線
，
赤
枠
に
て
示
す
 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
5
-
3
に
て
整
理

遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
に
よ
り
駆
動
空
気
を
確
保
し
，
中
央
制
御
室
か
ら
Ａ
Ｏ
弁
を

操
作
し
た
場
合
の
系
統
状
態
を
示
す
。
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t0778977
四角形

t0778977
多角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
四角形

t0778977
折れ線

t0778977
折れ線

t0778977
多角形

t1114511
多角形

t1114511
四角形



 

 

1.9-53 

 
第

1
.
9
.
4
図

 
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

水
素

ガ
ス

及
び

酸
素

ガ
ス

排
出

 
概

要
図

(
2
/
2
)
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1.5-119 

フィルタ
装置

R E

LTフィルタ装置水位

DPフィルタ装置
金属フィルタ差圧

pH

フィルタ装置

スクラバ水 pHドレンポンプ設備

F E

PTフィルタ装置出口圧力

よう素
フィルタ

Ｎ2ベントライン

ラプチャーディスク

オリフィス

フィルタ装置

水素濃度

LＳ

ドレンタンク水位

ド
レ
ン
タ
ン
ク

7号炉

ドレンポンプ
流量

Ｎ2供給ライン

H2E

フィルタ装置
出口放射線モニタ

④⑩※１

F E

ＰＩＰＩ

②※１

⑩※２

②※２

⑩※３

凡例

設計基準対象施設
から追加した箇所

原子炉建屋内の
原子炉区域外

 

 

 

第 1.5.17 図 フィルタ装置スクラバ水 pH調整 概要図 

 

66-5-1のスクラバ水pH制御設備の範囲
赤枠にて示す 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

66-5-3にて整理

66-5-1

TS-25回答資料
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t0778977
四角形

t1114511
多角形

t1114511
四角形



 

1.7-100 

フィルタ
装置

R E

LTフィルタ装置水位

DPフィルタ装置
金属フィルタ差圧

pH

フィルタ装置

スクラバ水 pHドレンポンプ設備

F E

PTフィルタ装置出口圧力

よう素
フィルタ

Ｎ2ベントライン

ラプチャーディスク

オリフィス

フィルタ装置

水素濃度

LＳ

ドレンタンク水位

ド
レ
ン
タ
ン
ク

7号炉

ドレンポンプ
流量

Ｎ2供給ライン

H2E

フィルタ装置
出口放射線モニタ

④⑩※１

F E

ＰＩＰＩ

②※１

⑩※２

②※２

⑩※３

凡例

設計基準対象施設
から追加した箇所

原子炉建屋内の
原子炉区域外

 

 

 

第 1.7.13 図 フィルタ装置スクラバ水 pH 調整 概要図 

66-5-1のスクラバ水pH制御設備の範囲
赤枠にて示す 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

66-5-3にて整理

66-5-1
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t0778977
四角形

t1114511
多角形

t1114511
四角形



 

保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 ６
６
－
５
－
２
 
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
 ①

 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 ③

 

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
 

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
※

２
 

 

適
用

さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ

※
３
 

４
本
 

可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
 

※
４
 

フ
ィ
ル
タ
装
置
水
素
濃
度
 

※
５
 

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
放
射
線
モ
ニ
タ
 

※
５
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
６
 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

※
７
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
８
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
 

※
９
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

※
１
０
 

※
１
：
必
要
な
弁
（
遠
隔
手
動
弁
操
作

設
備
含
む
）
及
び
配
管
を
含
む
。

 
※
２
：
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
が
動
作
不
能
の
場
合
で
も
，
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
れ

ば
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
と
み
な
す
。
 

※
３
：「

６
６
－
５
－
１
 
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
」
の
遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
を
兼
ね
る
。 

※
４

：「
６
６
－
５
－
３
 
可
搬
型
窒
素

供
給
装
置
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

※
５

：「
６
６
－
１
３
－
１
 
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ
及
び
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を

定
め
る
。
 

※
６
：「

６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代

替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※

７
：「

６
６
－
１
２
－
５
 
可
搬
型
直

流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

  
※

８
：「

６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替

交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※

９
：「

６
６
－
１
２
－
４
 
所
内
蓄
電

式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備

」
に
お
い
て

 
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

  
※

1
0
：「

６
６
－
１
２
－
６
 
代
替
所
内

電
気
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
 

  

 
①

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）
が
該
当
す
る
。

 
 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 

③
 
以

下
の

条
文

要
求

が
運
転

段
階

で
も

維
持

で
き

る
よ
う

，
常

設
重

大
事

故
等

対
処
設

備
で

あ
る

耐
圧

強

化
ベ
ン
ト
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
３
（
１
）
）

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）

 
「
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備

が
有

す
る

最
終
ヒ

ー
ト
シ

ン
ク

へ
熱

を
輸

送
す

る
機
能

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い
て

炉
心

の
著

し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
，
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る

た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
二
条
（
１
．
９
）

 
「
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
，
炉

心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
，
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た

め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
 耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
に
対
し
て
，
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
は
同
等
な
性
能
を
有
す
る
と
と
も
に
，

上
記
基
準
要
求
も
満
足
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
が
動
作
不
能
の
場
合
で
も
，
格

納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
れ
ば
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
と
み
な
す
。
（
添

付
－
２
）

 
 ④

 
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
，
ま
た
原
子
炉
格
納

容
器
内
に
お
け
る
水
素
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
が
発

生
す
る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る

原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３

（
１
））

 
  

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 ⑥

 
遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
は
，
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
の
排
出
経
路
に
設
置
さ
れ
た
隔
離
弁
の
う
ち

空
気
作
動
弁
に
供
給
す
る
た
め
，
４
本
を
所
要
数
と
す
る
が
フ
ィ
ル
タ
装
置
入
口
弁
及
び
耐
圧
強
化
ベ
ン

ト
弁

に
つ

い
て

は
操

作
用

ボ
ン

ベ
か

ら
の

供
給

が
な

い
状

態
に

お
い

て
も

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し
装

置

は
系
統
構
成
が
可
能
で
あ
り
，
動
作
可
能
で
あ
る
。
な
お
，
一
次
隔
離
弁
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
側
）
及
び
一

次
隔
離
弁
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
側
）
の
操
作
用
ボ
ン
ベ
に
つ
い
て
は
，
格
納
容
器
圧
力
逃
が

し
装
置
の
遠
隔
空
気
駆
動
弁
用
操
作
ボ
ン
ベ
と
所
要
数
を
兼
ね
る
。
（
添
付
－
３
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
必
要
な
電
動
駆
動
弁
，
空
気
駆
動
弁
及
び
遠
隔
手
動
弁
操
作
設

備
を

用
い

た
弁

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

ま

た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に

際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉

状
態
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

当
直
長
 

２
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
耐

圧
強
化
ベ
ン
ト
系
が
使
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

３
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
遠

隔
空

気
駆

動
弁

操
作

用
ボ

ン
ベ

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

                              

 ⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）

 
ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
 
 
項
目
１
が
該
当
。

 
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
の
排
出
経
路
に
設
置
さ
れ
た
隔
離
弁
は
，
原
子
炉
運
転
中
は
格
納
容
器
バ
ウ
ン

ダ
リ
を
維
持
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
た
め

，
定
検
停
止
時
に
開
閉
試
験
を
実
施
す
る
。

 
 

項
目
１
に
つ
い
て
は
，
中
央
性
制
御
室
か
ら
の
遠
隔
操
作
で
必
要
な
弁
を
開
弁
で
き
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
空
気
駆
動
弁
に
つ
い
て
は
，
遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
内
の
窒
素
消
費
に
よ
る
Ｓ
Ａ

時
使
用
可
能
窒
素
量
の
減
少
を
考
慮
し
，
計
装
用
圧
縮
空
気
系
等
を
使
用
し
て
現
場
操
作
で
開
弁
で

き
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
ま
た
，
遠
隔
手
動
弁
操
作
設
備
に
よ
り
開
弁
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
 
 
項
目
２
，
３
が
該
当
。

 
原
子
炉
運
転
中
は
隔
離
弁
の
動
作
確
認
は
で
き
な
い
た
め
，
状
態
確
認
等
に
よ
り
使
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。

 
項
目
３
に
つ
い
て
は
，
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ

ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

  （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

Ａ
．
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト

系
が

動
作

不
能

の

場
合

※
１
１
 

Ａ
１
．
当
直
長

は
，
残
留
熱
除
去
系
２
系
列
を
起
動
し
，
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
１

２
と
と
も
に
，
そ
の
他
の

設
備

※
１

３
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長

は
，
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
１
系
列
を
起
動
し
，

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他

の
設
備

※
１

４
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
１

５
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技

術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
４
．
当
直
長

は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

   

３
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

※
1
1：

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
が
動
作
不
能
の
場
合
で
も
，
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
れ
 

ば
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
と
み
な
す
。
 

※
1
2
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は

，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
1
3：

残
り
の
残
留
熱
除
去
系
１
系
列
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
３
台
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
３
系
 

列
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
３
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
 

と
を
確
認
す
る
。
 

※
1
4：

残
り
の
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
１
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

を
確
認
す
る
。
 

※
1
5
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。

 

  
 ⑧

 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
は
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合

を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
 Ａ
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

 
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申

請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
”
で
あ
り
，
炉
心
損
傷
防
止
及
び
格
納
容
器
破
損
防
止
の
観
点
か
ら
最
も
有
効
と
思
わ
れ
る
残
留

熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
モ
ー
ド
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
冷
却

モ
ー
ド
）
（
非
常

用
デ
ィ
ー

ゼ
ル

発
電
機
，

原
子
炉

補
機
冷
却

水
系
及
び

原
子
炉

補
機
冷
却

海
水

系
含
む
）
が
該
当
す
る
。
な
お
，
原
子
炉
水
位
の
回
復
に
は
残
留
熱
除
去
系
が
２
系
列
以
上
必
要
と
な
る

こ
と
か
ら
，
起
動
す
る
残
留
熱
除
去
系
に
つ
い
て
は
２
系
列
と
す
る
。
 

 Ａ
２
．
当
該
設
備
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る
「

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
」 

の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
，

具
体
的
に
は
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。

 
 Ａ
３
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
ボ
ン
ベ
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，

 
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可

 
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ａ
４
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ

 
Ｔ
上
限
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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6
6
-
5
-
2
の
範
囲

赤
線
，
赤
枠
に
て
示
す
 

6
6
-
1
3
-
1
に
て
整
理

6
6
-
5
-
3
に
て
整
理

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
に
よ
り
駆
動
空
気
を
確
保
し
中
央
制
御
室
か
ら
Ａ
Ｏ
弁
を

操
作
し
た
場
合
の
系
統
状
態
を
示
す
。
 

66-5-2

TS-25回答資料
令和2年6月30日

25

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
多角形

t0778977
多角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t1114511
四角形



 

 

1.5-126 

 

 

第
1
.
5
.
2
3
図

 
耐

圧
強

化
ベ

ン
ト

系
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
減

圧
及

び
除

熱
 

概
要

図
（

2
/
2
）

 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
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6
6
-
1
3
-
1
に
て
整
理

6
6
-
5
-
3
に
て
整
理

6
6
-
5
-
2
の
範
囲

赤
線
，
赤
枠
に
て
示
す
 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
に
よ
り
電
磁
弁
排
気
ポ
ー
ト
へ
駆
動
空
気
を
供
給
し
Ａ
Ｏ
弁
を

操
作
し
た
場
合
の
系
統
状
態
を
示
す
。
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t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
多角形

t0778977
多角形

t1114511
四角形



 

 

1.5-132 

 

第
1
.
5
.
2
9
図

 
耐

圧
強

化
ベ

ン
ト

系
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
減

圧
及

び
除

熱
（

現
場

操
作

）
 

概
要

図
（

2
/
2
）

 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
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6
6
-
5
-
3
に
て
整
理

6
6
-
1
3
-
1
に
て
整
理

6
6
-
5
-
2
の
範
囲

赤
線

，
赤
枠
に
て
示
す
 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
遠
隔
空
気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
に
よ
り
駆
動
空
気
を
確
保
し
，
中
央
制
御
室
か
ら
Ａ
Ｏ
弁
を

操
作
し
た
場
合
の
系
統
状
態
を
示
す
。
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t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
多角形

t0778977
多角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t1114511
四角形



 

 

1.9-56 

 

第
1
.
9
.
6
図

 
耐

圧
強

化
ベ

ン
ト

系
（

W
/
W
）

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

水
素

ガ
ス

及
び

酸
素

ガ
ス

の
排

出
 

概
要

図
(
2
/
2
)

 

 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
２
）
確
認
事
項

 
項
 
目
 
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
の
吐
出
圧

力
が

０
．
５
M
Pa
，
流
量
が
７

０
N
m
3
/
h（

窒
素
純
度
９
９
％
以
上

※
２
に
て
）
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

９
．
２
．
原

子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
可

搬
型
窒
素
供
給
装
置
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

※
２
：
酸
素
濃
度
１
％
未
満
で
あ
る
こ

と
を
も
っ
て
確
認
す
る
。

 
 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

Ａ
．
可
搬
型
窒
素
供
給

装
置

が
動

作
不

能
の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長

は
，
残
留
熱
除
去
系
２
系
列
を
起
動
し
,
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
３
と
と
も
に
，
そ
の
他
の

設
備

※
４
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２

．
当
直
長
は

，
可
燃
性
ガ
ス

濃
度
制
御
系

１
系
列

を
起

動

し
，

動
作
可

能
で
あ

る
こ
と
を

確
認
す
る

と
と
も

に
，

そ
の

他
の

設
備

※
５
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長

は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技

術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
４

．
当
直
長
は

，
当
該
設
備
を

動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧

す

る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

    

３
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

※
３

：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は

，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
４
：
残
り
の
残
留
熱
除
去
系
１
系
列
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
３
台
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
３
系

列
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
３
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

※
５
：
残
り
の
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
１
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

※
６
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

 
 

⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）

 
ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
 
 
項
目
１
が
該
当
。

 
確
認
す
る
吐
出
圧
力
及
び
流
量
は
工
事
計
画
認
可
申
請
書
に
基
づ
き
設
定
す
る
。（

添
付
－
２
）

 
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の

考
え
方
に
基
づ
き
定
検
毎
に
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
 
 
項
目
２
が
該
当
。

 
「

保
安

規
定

変
更
に

係
る
基
本

方
針

」
の

可
搬
型

重
大
事
故

等
対

処
設

備
の
サ

ー
ベ
ラ
ン

ス
頻

度
の

考
え
方
に
基
づ
き
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 ⑧

 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
は
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
が
動
作
不
能
の
場
合
を

条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

  
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
 Ａ
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動

 
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
又
は
耐
圧
強
化
ベ

ン
ト
系
と
と
も
に
使
用
す
る
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
そ
れ
ら
と
同
様
に
，
残
留
熱
除
去
系
（
低
圧

注
水
モ
ー

ド
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
モ

ー
ド
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ

ー
ル
冷
却
モ
ー
ド

）
（
非
常

用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
含
む
）
を
設
定
す
る
。 

 Ａ
２
．
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
，
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
と
同
様
に
，
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
を
設
定

 
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。

  
 Ａ
３
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
可
搬
型
窒
素
供
給
装

 
置
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基

 
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と

 
す
る
。

 
 Ａ
４
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ

 
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 

                          コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
８

６
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 ６
６
－
５
－
４
 
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
 
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
 

代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
２
系
列

※
１
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
２
※

３
 

 

適
用

さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

大
容
量
送
水
車
（
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
用
）
 

１
台
×
２

※
４
 

熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
 

 
１
式
×
２

※
４

※
５
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
６
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
７
 

燃
料
補
給
設
備
 

※
８
 

※
１
：
１
系
列
と
は
，
大
容
量
送
水
車
（
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
用
）
１
台
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
１
式
及
び

ホ
ー
ス
を
い
う
。

 
※
２
：
動
作
可
能
と
は
，
当
該
系
統
に
期

待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
原
子
炉
補
機
冷
却
系
の

Ａ
系
及
び
Ｂ
系
の
ル
ー
プ
配
管
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
，
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
，
主
要
配
管
上
の
手

動
弁
，
電
動
弁
及
び
接
続
口
を
含
む
。

 
な
お
，
動
作
可
能
で
あ
る
べ
き
原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
接
続
口
を
含
む
）
は
，
原
子
炉
の
状
態
が

運

転
，
起
動

及
び
高
温
停
止
に
お
い

て
は
，
Ａ
系
及
び
Ｂ
系
の
計
２
系
列
，
原
子
炉
の
状
態
が
冷
温
停

止
及
び
燃
料
交
換
に
お
い
て
は
，
Ａ
系
又
は
Ｂ
系
ど
ち
ら
か
１
系
列
と
す
る
。

 
※
３

：
原
子
炉
補
機
冷
却
系
の
Ｂ
系
の

冷
却
ラ
イ
ン
は
，「

６
６
－
５
－
５
 
代
替
循
環
冷
却
系
」
と
兼
ね

る
。
当
該
系
統
が
動
作
不
能
時
は
，
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。

 
ま

た
，
運
転
上

の
制
限
を

満
足
し

な
い
場
合

は
，
「

第
５
２
条

 
残
留
熱
除

去
冷
却
水

系
及
び
残
留

熱
除
去
冷
却
海
水
系
」
及
び
「
第
５
３
条
 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
冷
却
系
」
の
運
転
上

の

制
限
も
確
認
す
る
。

 
※

４
：
大
容
量
送
水
車
（
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
用
）
及
び
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
荒
浜
側
及
び
大
湊
側
に

１
セ
ッ
ト
ず
つ
分
散
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

※
５

：
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン

プ
を
含
む
。

 
※
６

：「
６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代

替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

  
※
７

：「
６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替

交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

  
※
８

：「
６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給

設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

 
①

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）
が
該
当
す
る
。

 
ま
た
，
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３
の
手
順
で
使
用
す
る
。

 
 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 

③
 
以

下
の

条
文

要
求

が
運
転

段
階

で
も

維
持

で
き

る
よ
う

，
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備

で
あ

る
代

替

原
子
炉
補
機
冷
却
系
２
系
列
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に

係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）

 
「
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
，
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備

が
有

す
る

最
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

へ
熱

を
輸

送
す

る
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い
て

炉
心

の
著

し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
，
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る

た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
・
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３

 
「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
手
順
等
」
と
し
て
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必
要
な

水
源
と
は
別
に
，
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え
て
，

設
計

基
準

事
故

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

対
し

て
重

大
事

故
等

の
収

束
に

必
要

と
な

る
十

分
な

量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
，
必
要
な
手
順
等
を
定
め
る
こ
と
。

 
 

熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
を
接
続
す
る
原
子
炉
補
機
冷
却
系
の
流
路
に
つ
い
て
，
原
子
炉
の
状
態
が
「
運
転
，

起
動
，

高
温
停
止
」
に
お
い
て
は
Ａ

系
・
Ｂ
系
共
に
必
要
だ
が

，
「
冷
温
停
止
，

燃
料
交
換
」
に

お
い
て

は
，
Ａ
系
ま
た
は
Ｂ
系
ど
ち
ら
か
が
使
用
可
能
で
あ
れ
ば
よ
い
。

 
 ④

 
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す

る
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間

及
び

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

に
照

射
さ

れ
た

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

を
機

能
維

持
期

間
と

し
て

適

用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停

止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 ⑤

 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 ⑥

 
大
容
量
送
水
車
（
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
用
）
及
び
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
そ
れ
ぞ
れ
１
セ
ッ
ト
１
台
又

は
１
式
で
必
要
な
ポ
ン
プ
容
量
及
び
伝
熱
容
量
を
確
保
で
き
る
設
計
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
，
可
搬
型

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
可
搬
型
注
水
設
備
（
原
子
炉
建
屋
の
外
か
ら
水
を
供
給
す
る
も
の
）
で
あ

り
２
Ｎ

要
求
設
備
に
該
当
す
る
こ
と

か
ら
，

所
要
数
は
２
セ
ッ
ト

２
台
又
は
２
式
と
す
る
。
（
保
安
規

定

変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
，
添
付
－
２
）

 
        

     コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
９

０
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ａ
．
動
作
可
能
な
代
替

原
子
炉
補
機
冷
却

系
が
２
系
列
未
満

の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
１
系

列
を

起
動

し
，

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と

を
確

認
す
る

※
８
と

と
も

に
，
そ

の
他

の

設
備

※
９
が
動

作
可

能
で

あ
る
こ

と
を

確

認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
１
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る

自
主

対
策

設
備

※
１

０
が

動
作

可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
又
は
 

Ａ
２
．
２
．
当
直
長

は
，
代
替
措
置

※
１
１
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
 

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

     

１
０
日
間
 

   

１
０
日
間
 

   

３
０
日
間
 

Ｂ
．
動
作
可
能
な
代
替

原
子
炉
補
機
冷
却

系
が
１
系
列
未
満

の
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
１
系

列
を

起
動

し
，

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と

を
確

認
す

る
※

８
と

と
も

に
，

そ
の

他
の

設
備

※
９
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確

認
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
１
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
 

す
る

自
主

対
策

設
備

※
１

０
が

動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
又
は
 

Ｂ
２
．
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
１

１
を
 

検
討

し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の

確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

     

３
日
間
 

   

３
日
間
 

   

１
０
日
間
 

   

  ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
は
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停

止
に
お
い
て
は
，
動
作
可
能
な
台
数
が
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
な
っ
た
場
合
（
条
件
Ａ
）
と
１
Ｎ
未

満
と
な
っ
た
場
合
（
条
件
Ｂ
）
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 
原
子
炉
の
状
態
が
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
に
お
い
て
は
，
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
１
Ｎ
未
満
と
で

要
求
さ
れ
る
措
置
が
同
じ
に
な
る
た
め
２
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 
Ａ
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

 
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申

請
書
（
添
付
書
類
十
）」

技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
”
で
あ
る
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
，
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
及
び
全
交
流
動
力
電
源
（
非
常
用
デ

ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
）
が
該
当
す
る
。
 

 Ａ
２
．
１
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動
作
可

 
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」

技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
「
大
容
量
送
水
車
（

 熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
用
）

 又
は
代
替
原
子
炉
補

機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ
（
移
動
式
変
圧
器
を
含
む
）
に
よ
る
除
熱
」
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
対
応

す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以

上
）
）
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
「
大
容
量
送
水
車
（

 熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
用
）

 又
は
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ
（
移

動
式
変
圧
器
を
含
む
）
に
よ
る
除
熱
」
は
，
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
よ
り
も
短
時
間
で
準
備
で

き
る
こ
と
か
ら
，
時
間
短
縮
の
補
完
措
置
は
不
要
。（

添
付
－
３
）

 
 Ａ
２
．
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
可
搬
型
ポ
ン

プ
又
は
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
２
Ｎ

未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
）
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ａ
３
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
又
は
自

 
主
対
策
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
）
で
あ
る
「
３

０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
１
．
 
Ａ
１
．
と
同
様
。

 
 Ｂ
２
．
１
．
 
Ａ
２
．
１
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
３
日
間
」
と
す
る
。 

 Ｂ
２
．
２
．
 
Ａ
２
．
２
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
３
日
間
」
と
す
る
。 

 Ｂ
３
．
 
Ａ
３
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
復
水
移
送
ポ
ン
プ
１
台
運
転
に
て
揚
程
が
　
　
ｍ
以
上
，
流
量
が

　
　

ｍ
３
／
ｈ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
，
復
水
移

送
ポ

ン
プ

２
台

で
流

量
が
　
　
　
ｍ

３
／

ｈ
以

上
確
保
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

２
．
残
留
熱
除
去
系
高
圧
炉
心
注
水
系

第
一
止
め
弁
及
び
残
留
熱

除
去
系
高
圧
炉
心
注
水
系
第
二
止
め
弁
，
下
部
ド
ラ
イ
ウ
ェ

ル
注
水
ラ
イ
ン
隔
離
弁
及
び
下
部
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
注
水
流
量

調
節
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動

作
確
認
後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態

を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

当
直
長
 

３
．
復
水
補
給
水
系
に
お
け
る
タ
ー
ビ
ン
建
屋
負
荷
遮
断
弁
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認

に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

当
直
長
 

４
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及

び
高
温
停
止
に
お
い
て
，

復
水
移
送
ポ
ン
プ
２
台
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
※
９
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

５
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
低
圧

注
水
系
Ａ
系
及
び
Ｂ
系
に
お
け
る
注
入
隔
離
弁
及
び
洗
浄
水
弁
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動

作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

６
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
格
納

容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
Ｂ
系
に
お
け
る
洗
浄
水
弁
，
格
納
容
器
冷

却
ラ
イ
ン
隔
離
弁
，
格
納
容
器
冷
却
流
量
調
節
弁
及
び
圧
力
抑
制

室
ス
プ
レ
イ
注
入
隔
離
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の

開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

※
９
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は

，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
           

  ⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）

 
 ａ

．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
項
目
１
が
該
当
。

 
確
認
す
る
流
量
及
び
揚
程
は
，
工
事
計
画
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
，
設
定
す
る
。（

添
付
－

２
）

 
定
検
停
止
時
の
点
検
に
合
わ
せ
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
 
＜
参
考
＞
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
が
下
記
の
性
能
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
行
為
は
，

 
６
６
－
１
９
－
１
（
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
）
に
記
載
す
る
。
 

【
必
要
容
量
】

 
格
納
容
器
破
損
防
止
対
策
の
有
効
性
評
価
解
析
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
添
付
十
）
の
う
ち
，「

雰
囲
気

圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
・
過
温
破
損
）
」
（
代
替
循
環
冷
却
系
を
使
用
す
る
場

合
）
に
お
い
て
有
効
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
，
代
替
循
環
冷
却
系
の
運
転
準
備
に
お
け
る
復
水
移
送
ポ

ン
プ
を
停
止
す
る
期
間
に
，
９
０
ｍ

３
／
ｈ
の
流
量
で
原
子
炉
注
水
を
行
う
。

 
 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
２
，
３
，
４
，
５
，
６
が
該
当
。

 
 

項
目
２
，
３
の
対
象
弁
の
動
作
確
認
は
以
下
の
理
由
か
ら
プ
ラ
ン
ト
停
止
中
に
行
う
。

 
・
残
留
熱
除
去
系
高
圧
炉
心
注
水
系
第
一
止
め
弁
，
及
び
残
留
熱
除
去
系
高
圧
炉
心
注
水
系
第
二
止
め

弁
は
，
開
操
作
を
実
施
す
る
と
，
残
留
熱
除
去
系
と
高
圧
炉
心
注
水
系
の
系
統
と
し
て
の
独
立
性
に

影
響
を
与
え
，
原
子
炉
安
全
上
好
ま
し
く
な
い
こ
と
か
ら
プ
ラ
ン
ト
停
止
中
に
動
作
確
認
を
行
う
。

 
・

下
部

ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
注
水
流

量
調

節
弁

及
び
下

部
ド
ラ
イ

ウ
ェ

ル
注

水
ラ
イ

ン
隔
離
弁

に
つ

い
て

は
，
当
該
弁
間
に
溜
ま
っ
た
水
を
ブ
ロ
ー
す
る
ラ
イ
ン
が
無
い
た
め
，
下
部
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
に
仮
設

の
排
水

ポ
ン
プ

を
準
備

し
た
う

え
で

開
操
作

を
行
う

必
要
が

あ
る

こ
と
か

ら
，
プ

ラ
ン
ト

停
止

中

に
動
作
確
認
を
行
う
。

 
・

タ
ー

ビ
ン

建
屋
負

荷
遮
断
弁

は
，

プ
ラ

ン
ト
運

転
中
に
開

閉
試

験
を

行
う
と

，
プ
ラ
ン

ト
に

外
乱

（
タ
ー
ビ
ン
グ
ラ
ン
ド
シ
ー
ル
蒸
気
喪
失
に
よ
る
復
水
器
真
空
度
悪
化
）
を
与
え
る
た
め
，
プ
ラ
ン

ト
停
止
中
に
動
作
確
認
を
行
う
。

 
  
項
目
４
，
５
，
６
に
つ
い
て
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
と
同
等
と
し
，

１
ヶ
月
に
１
回

,動
作
確
認
を
実
施
す
る
。

 
       

  コ
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
復
水
移
送
ポ
ン
プ
１
台
運
転
に
て
揚
程
が
　
　
ｍ
以
上
，
流
量
が

　
　
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
，
復
水
移

送
ポ
ン
プ
２
台
で
流
量
が
　
　
　
ｍ

３
／
ｈ
以
上
確
保
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

２
．
復
水
補
給
水
系
に
お
け
る
タ
ー
ビ
ン
建
屋
負
荷
遮
断
弁
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認

に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

当
直
長
 

３
．
 原

子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
に
お
い
て
，
復
水
移

送
ポ
ン
プ
２
台
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
８
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

４
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
に
お
い
て
，
格
納
容

器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
Ｂ
系
に
お
け
る
洗
浄
水
弁
，
格
納
容
器
冷
却

ラ
イ
ン
隔
離
弁
，
格
納
容
器
冷
却
流
量
調
節
弁
及
び
圧
力
抑
制
室

ス
プ
レ
イ
注
入
隔
離
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉

状
態
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

※
８

：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

                    

 
⑦

 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
が
該
当
。
 

定
検
停
止
時
の
点
検
に
合
わ
せ
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
確
認

す
る
流
量
及
び

揚
程
は
，
工

事
計
画
認
可
申

請
書
の
記
載

に
基
づ
き
，
設

定
す
る
。
（
添

付
－

２
）
 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）
 

項
目
２
，
３
，
４
が
該
当
。
 

 

弁
動
作
確
認
は
，
当
該
系
統
に
要
求
さ
れ
る
準
備
時
間
を
満
足
す
る
た
め
に
中
央
制
御
室
又
は

AM

用
操

作
箱
か

ら
の

遠
隔

操
作
が

必
要

な
弁

と
し

て
，

格
納
容

器
ス

プ
レ

イ
冷

却
系

Ｂ
系
に

お
け
る

洗
浄
水
弁
，
格
納
容
器
冷
却
ラ
イ
ン
隔
離
弁
及
び
格
納
容
器
冷
却
流
量
調
節
弁
，
並
び
に
復
水
補
給

水
系
に
お
け
る
タ
ー
ビ
ン
建
屋
負
荷
遮
断
弁
を
対
象
と
す
る
。
 

頻
度
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
と
同
等
と
し
，
１
ヶ
月
に
１
回
と
す
る

が
，
タ
ー
ビ
ン
建
屋
負
荷
遮
断
弁
は
，
プ
ラ
ン
ト
運
転
中
に
開
閉
試
験
を
行
う
と
，
プ
ラ
ン
ト
に
外

乱
（
タ
ー
ビ
ン
グ
ラ
ン
ド
シ
ー
ル
蒸
気
喪
失
に
よ
る
復
水
器
真
空
度
悪
化
）
を
与
え
る
た
め
，
プ
ラ

ン
ト
停
止
中
に
動
作
確
認
を
行
う
。
 

  
                  

   コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
８

２
 

                                    

枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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四角形



 

保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

Ａ
．
代
替
格
納
容
器
ス

プ
レ

イ
冷

却
系

（
常
設
）
が
動
作

不
能
の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
１
系
列
を
起
動

し
，
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
９
と
と
も
に
，

そ
の

他
設

備
※

１
０
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備

※
１

１

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３

．
当
直
長

は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。 

速
や
か
に
 

    

３
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

※
９

：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は

，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
※

10
：

起
動
し

た
格
納
容

器
ス
プ

レ
イ
系
に

接
続
す
る

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電
機

１
台
を

い
い
，
至

近
の

記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
1
1
：
消
火
系
に
よ
る
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
を
い
う
。
（
時
間
短
縮
の
補
完
措
置
含
む
）
 

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
常
設
）
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
系
列
数
が

１
Ｎ
未
満
に
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
 Ａ
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

 
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申

請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
”
で
あ
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
含
む
）
が
該
当
す
る
。 

 Ａ
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動
作
可
能
で

 
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」
技
術

的
能
力
で
整
理
し
た
「
消
火
系
に
よ
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
」
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
対
応
す

る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３

日
間
」
と
す
る
。
ま
た
準
備
時
間
を
短
縮
さ
せ
る
た
め
，
事
前
準
備
等
の
補
完
措
置
を
実
施
す
る
。 

な
お
，
消
火
系
に
よ
る
消
火
が
必
要
な
火
災
が
発
生
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
，
有
効
な
手
段

で
あ
る
。

 
（
添
付
－
３
）

 
 

【
必
要
容
量
】

 
消
火
系
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
駆
動
消
火
ポ
ン
プ
は
復
水
移
送
ポ
ン
プ
（
２
台
）
と
同
等
の
流
量
を
有
す
る
。 

（
添
付
－
３
）

 
 
【
準
備
時
間
】

 
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
常
設
）
に
よ
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
開
始
ま
で
約
２
５
分
で
あ
る

の
に
対
し
て
，
消
火
系
に
よ
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
開
始
は
約
３
０
分
か
か
る
こ
と
か
ら
，
事
前
準
備

等
の

時
間
短

縮
措
置

を
行
い
，

２
５

分
以

内
に
格

納
容
器
ス

プ
レ

イ
開

始
で
き

る
体
制
を

整
え

る
。

（
添
付
－
３
）

 
 Ａ

３
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設

備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 

                 コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
９

１
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 ６
６
－
６
－
２
 
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
可
搬
型
）
 
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 ③

 

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

冷
却
系
（
可
搬
型
）
 

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
可
搬
型
）
が
動
作
可
能
で
 

あ
る
こ
と

※
１
※

２
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

※
３

 

燃
料
補
給
設
備
 

※
４

 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
５
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
６
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

※
７
 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
，
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
系
統
構
成
（
接
続
口
及

び
遠
隔
手
動
操
作
設
備
を
含
む
）
が
で
き
る
こ
と
を
い
う
。
 

※
２
：
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却

系
（
可
搬
型
）
の
ス
プ
レ
イ
ラ
イ
ン
は
，「

６
６
－
６
－
１

 
代
替

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
常
設
）
」，
「
６
６
－
６
－
２
 
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
可

搬
型
）
」，
「
６
６
－
５
－
５
 
代
替
循
環
冷
却
系
」
，
「
第
３
９
条
 
非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
１
」

の
設
備
を
兼
ね
る
。
動
作
不
能

時
は
，
各
条
文
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。

 
※
３
：「

６
６
－
１
９
－
１
 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）」

に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を

定

め
る
。

 
※
４
：「

６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※
５
：「

６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

  
※
６
：「

６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※
７
：「

６
６
－
１
２
－
６
 
代
替
所
内
電
気
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
 

         

 
①

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）
が
該
当
す
る
。

 
ま
た
，
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３
の
手
順
で
使
用
す
る
。

 
 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 

③
 
以

下
の

条
文

要
求

が
運
転

段
階

で
も

維
持

で
き

る
よ
う

，
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備

で
あ

る
代

替

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
可
搬
型
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
（
保
安

規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）

 
 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）

 
「
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
，（

１
）
格
納
容
器
内
の
冷
却

機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
を
低
下
さ
せ
る
，（

２
）

原
子

炉
格
納

容
器
の

破
損
を
防

止
す

る
た

め
，
原

子
炉
格
納

容
器

内
の

圧
力
及

び
温
度
並

び
に

放
射

性
物
質
の
濃
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
 ・
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３

 
「

重
大

事
故

等
の
収

束
に
必
要

と
な

る
水

の
供
給

手
順
等
」

と
し

て
設

計
基
準

事
故
の
収

束
に

必
要

な
水

源
と
は

別
に
，

重
大
事
故

等
の

収
束

に
必
要

と
な
る
十

分
な

量
の

水
を
確

保
す
る
こ

と
に

加
え

て
，

設
計
基

準
事
故

及
び
重
大

事
故

等
対

処
設
備

に
対
し
て

重
大

事
故

等
の
収

束
に
必
要

と
な

る
十

分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
，
必
要
な
手
順
等
を
定
め
る
こ
と
。

 
 ④

 
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
可
搬
型
）
は
，
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原

子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
並
び
に
放
射
性
物
質

の
濃
度
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
が
発
生
す
る
可
能
性
の

あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は

「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 ⑤

 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 ⑥

 
本
表
の
主
要
な
設
備
に
つ
い
て
は
，
す
べ
て
他
表
に
て
設
定
す
る
こ
と
か
ら
，
確
認
事
項
に
つ
い
て
は
記

載
し
な
い
。
運
転
上
の
制
限
で
あ
る
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
系
統
構
成

が
で
き
な
い
場
合
の
措
置
と
し
て
，
要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。

 
 ＜

参
考
＞
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
が
下
記
の
性
能
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
行
為
は
，「

６

６
－
１
９
－
１
 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）」

に
記
載
す
る
。

 
 可

搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
を
重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
時
に
使
用

す
る
場
合
の
容
量
及
び
吐
出
圧
力
を
以
下
に
示
す
。

 
【
必
要
容
量
】

 
炉
心
損
傷
防
止
対
策
の
有
効
性
評
価
解
析
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
添
付
十
）
の
う
ち
，「

全
交
流
動
力

電
源
喪
失
（
外
部
電
源
喪
失
＋
Ｄ
Ｇ
喪
失
）
＋
Ｓ
Ｒ
Ｖ
再
閉
失
敗
」
に
お
い
て
有
効
性
が
確
認
さ
れ
て
い

る
原
子
炉
格

納
容
器
へ
の
ス
プ
レ
イ
流
量

が
８
０
ｍ

３
／
ｈ
で
あ
る
こ
と

か
ら
，
８
０
ｍ

３
／
ｈ
以
上

と

す
る
。

 

                 コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
８

４
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1.6-106 

 

    

第
1
.
6
.
1
1
図

 
代

替
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
冷

却
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
の

 

ス
プ

レ
イ

（
淡

水
/
海

水
）

 
概

要
図

 
（

交
流

電
源

が
確

保
さ

れ
て

い
る

場
合

）
 

M
O

M
O

M
O

A
O

M
O

M
O

M
U

W
C

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ(
A

)

M
U

W
C

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ(
B

)

M
U

W
C

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ(
C

)

T
/
B

各
負

荷

M
O

M
O

Ｄ
Ｄ

消
火

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ

D
/
W

Ｒ
Ｐ

Ｖ

R
C

C
V

S
/
C

R
/
B

F
D

W
(A

)ﾗ
ｲ
ﾝ

M
O

M
O

M
O

ろ
過

水
ﾀ
ﾝ
ｸ

遠
隔

手
動

弁
操

作
設

備
（
非

管
理

区
域

）

N
O

遠
隔

手
動

弁
操

作
設

備
（
屋

外
）

FTFI

（
中
央
制
御
室
）

④

⑤
※
1

⑤
※
2

⑦
a※

1

⑦
a※

3

⑦
b
※
2

Ｏ
Ｏ

⑪
※
2

⑪
※
1

Ｃ
Ｓ

Ｐ

⑦
a※

2

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

凡
例

海
水

防
火

水
槽

淡
水

貯
水

池

⑦
b
※
1

⑫
※
3

⑫
※
2

⑫
※
1

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

添付-1-(1)　設置変更許可申請書　添付十追補１

6
6
-
6
-
1
，
6
6
-
5
-
5
，
第
3
9
条

と
の
共
用
ラ
イ
ン
 

6
6
-
6
-
2
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
 

2
ラ
イ
ン
の
う
ち
，
片
側
1
ラ
イ
ン

を
使
用
し
て
ス
プ
レ
イ
す
る
。
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1.6-110 

 

    

第
1
.
6
.
1
4
図

 
代

替
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
冷

却
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
の

 

ス
プ

レ
イ

（
淡

水
/
海

水
）

 
概

要
図

 
（

全
交

流
動

力
電

源
が

喪
失

し
て

い
る

場
合

）
 

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

添付-1-(1)　設置変更許可申請書　添付十追補１
6
6
-
6
-
2
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
 

6
6
-
6
-
1
，
6
6
-
5
-
5
，
第
3
9
条

と
の
共
用
ラ
イ
ン
 

2
ラ
イ
ン
の
う
ち
，
片
側
1
ラ
イ
ン

を
使
用
し
て
ス
プ
レ
イ
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
復
水
移
送
ポ
ン
プ
１
台
運
転
に
て
揚
程
が
　
　
ｍ
以
上
，
流
量
が

　
　
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

２
．
復
水
補
給
水
系
に
お
け
る
下
部
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
注
水
流
量
調
節

弁
及
び
下
部
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
注
水
ラ
イ
ン
隔
離
弁
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に

際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
 

定
検
停
止
時
 

当
直
長
 

３
．
復
水
補
給
水
系
に
お
け
る
タ
ー
ビ
ン
建
屋
負
荷
遮
断
弁
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確

認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

当
直
長
 

４
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
復
水

移
送
ポ
ン
プ
１
台
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
８
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

※
８
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は

，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

                       

 ⑦
 

適
用

さ
れ

る
原

子
炉

の
状

態
に

お
け

る
確

認
事

項
を

記
載

す
る

。
（

保
安

規
定

変
更

に
係

る
基

本
方

針

４
．
２
）

 
ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
項
目
１
が
該
当
。

 
定
検
停
止
時
の
点
検
に
合
わ
せ
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
確
認
す
る
流
量
及
び
揚
程
は
，
工
事
計
画
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
，
設
定
す
る
。

 
（
添
付
－
２
）

 
 
 

 
ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を

定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
２
，
３
，
４
が
該
当
。

 
 

 
弁
動

作
確
認
は

，
当
該
系
統
に
要

求
さ
れ
る

準
備
時
間
を
満
足

す
る
た
め

に
中
央
制
御
室
か

ら
の

遠
隔

操
作
が
必

要
な
弁
と
し
て
，

復
水
補
給

水
系
に
お
け
る
タ

ー
ビ
ン
建

屋
負
荷
遮
断
弁
，

下
部

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
流
量
調
節
弁
及
び
下
部
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
注
水
ラ
イ
ン
隔
離
弁
を
対
象
と
す
る
。

 
頻
度
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
と
同
等
と
し
，
１
ヶ
月
に
１
回
と
す

 
る
。
 

 
上
記
対
象
弁
の
動
作
確
認
は
以
下
の
理
由
か
ら
プ
ラ
ン
ト
停
止
中
に
行
う
。

 
 
・
タ

ー
ビ
ン
建
屋

負
荷
遮
断
弁
は

，
プ
ラ
ン
ト

運
転
中
に
開
閉

試
験
を
行
う

と
，
プ
ラ
ン
ト

に
外
乱

（
タ

ー
ビ
ン
グ

ラ
ン
ド
シ
ー
ル
蒸

気
喪
失
に

よ
る
復
水
器
真
空

度
悪
化
）

を
与
え
る
た
め
，

プ
ラ

ン
ト
停
止
中
に
動
作
確
認
を
行
う
。

 
・
下

部
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
流
量
調
節

弁
及
び
下
部

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル

注
水
ラ
イ
ン

隔
離
弁
に
つ
い

て
は
，

当
該

弁
間
に
溜

ま
っ
た
水
を
ブ
ロ

ー
す
る
ラ

イ
ン
が
無

い
た
め

，
下
部
ド

ラ
イ
ウ
ェ
ル
に
仮

設
の

排
水

ポ
ン
プ
を

準
備
し
た
う
え
で

下
部
ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
注
水
ラ

イ
ン
隔
離

弁
の
開
操
作
を
行

う
必

要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
プ
ラ
ン
ト
停
止
中
に

動
作
確
認
を
行
う
。

 
             

  コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
８

２
 

枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 ６
６
－
７
－
２
 
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
 ①

 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 ③

 

格
納

容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
 

格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１

※
２
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態

 ④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

可
搬
型
代
替
注

水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

※
３
 

燃
料
補
給
設
備
 

※
４
 

可
搬
型
代
替
交

流
電
源
設
備
 

※
５
 

常
設
代
替
交
流

電
源
設
備
 

※
６
 

代
替
所
内
電
気

設
備
 

※
７
 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
，
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
系
統
構
成
（
接
続
口
及

び
遠
隔
手
動
操
作
設
備
を
含
む
）
が
で
き
る
こ
と
を
い
う
。
 

※
２
：
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
の
注
水
ラ
イ
ン
は
，「

６
６
－
７
－
１
 

格
納
容
器
下
部
注
水

系
（
常
設
）」
，「

６
６
－
７
－
２
 
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）」
，「

６
６
－
５
－
５
 
代
替

循
環
冷
却
系
」
の
設
備
を
兼
ね
る
。
動
作
不
能
時
は
，
各
条
文
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。

 
※
３
：「

６
６
－
１
９
－
１
 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）」

に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を

定

め
る
。

 
※

４
：「

６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給

設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※

５
：「

６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代

替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※

６
：「

６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替

交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
※

７
：「

６
６
－
１
２
－
６
 
代
替
所
内

電
気
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 
 

          

 
①

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）
が
該
当
す
る
。

 
ま
た
，
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３
の
手
順
で
使
用
す
る

 
 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 

③
 
以

下
の

条
文

要
求

が
運
転

段
階

で
も

維
持

で
き

る
よ
う

，
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備

で
あ

る
格

納

容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更

に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）

 
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）

 
「
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
炉
心
の
著

し
い

損
傷
が

発
生
し

た
場
合
に

お
い

て
原

子
炉
格

納
容
器
下

部
に

落
下

し
た
溶

融
炉
心
を

冷
却

す
る

た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
 ・
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３

 
「

重
大

事
故

等
の
収

束
に
必
要

と
な

る
水

の
供
給

手
順
等
」

と
し

て
設

計
基
準

事
故
の
収

束
に

必
要

な
水

源
と
は

別
に
，

重
大
事
故

等
の

収
束

に
必
要

と
な
る
十

分
な

量
の

水
を
確

保
す
る
こ

と
に

加
え

て
，

設
計
基

準
事
故

及
び
重
大

事
故

等
対

処
設
備

に
対
し
て

重
大

事
故

等
の
収

束
に
必
要

と
な

る
十

分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
，
必
要
な
手
順
等
を
定
め
る
こ
と
。

 
 ④

 
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
は
，
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
格
納

容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
，
溶
融
し
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
下
部
に
落
下
し
た
炉
心
を
冷
却
す
る
た

め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期

間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温

停
止
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）

 
 ⑤

 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 ⑥

 
本
表
の
主
要
な
設
備
に
つ
い
て
は
，
す
べ
て
他
表
に
て
設
定
す
る
こ
と
か
ら
，
確
認
事
項
に
つ
い
て
は
記

載
し
な
い
。
運
転
上
の
制
限
で
あ
る
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
系
統
構
成

が
で
き
な
い
場
合
の
措
置
と
し
て
，
要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。

 
 ＜

参
考
＞
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
が
下
記
の
性
能
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
行
為
は
，「

６

６
－
１
９
－
１
 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）」

に
記
載
す
る
。

 
 可

搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
を
重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
時

に
使
用
す
る
場
合
の
容
量
及
び
吐
出
圧
力
を
以
下
に
示
す
。

 
 【
必
要
容
量
】

 
格
納
容
器
破
損
防
止
対
策
の
有
効
性
評
価
解
析
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
添
付
十
）
の
う
ち
，「

高
圧
溶

融
物

放
出
／

格
納

容
器
雰

囲
気

直
接

加
熱

」
に

お
い
て

有
効

性
が

確
認

さ
れ

て
い
る

格
納

容
器

下
部

注

水
系
（
常
設
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
流
量
が
９
０
ｍ

３
／
ｈ
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
９

０
ｍ

３
／
ｈ
以
上
と
す
る
。

 
 

                 コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
８

４
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 ６
６
－
８
－
２
 
原
子
炉
建
屋
内
の
水
素
濃
度
監
視
 
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

原
子
炉
建
屋
内
の
水
素
濃
度
監
視
 

原
子
炉
建
屋
内
水
素
濃
度
監
視
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 

備
 

⑤
 

動
作
可
能
 

で
あ
る
べ
き
 

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
１
 

原
子
炉
建
屋
水

素
濃
度
 

８
 

 
（
２
）
確
認
事
項

 

項
 
目
 
⑦
 

頻
 
度
 

担
当
 

１
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及

び
燃
料
交
換

※
１
に
お
い
て
，
動
作
不

能
で
な
い
こ
と
を
指

示
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

２
．

チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

計
測
制
御
Ｇ
Ｍ
 

※
１

：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な

っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。

 
（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合

 
           

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
三
条
（
１
．
１
０
）
が
該
当
す
る
。

 
 ②

 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 ③

 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
原
子
炉
建
屋
内
水
素
濃
度
監
視
設
備
の

所
要
数

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更

に
係
る
基
本
方

針
４
．

３
（
１
）
）

 
 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
三
条
（
１
．
１
０
）

 
「
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
，
炉
心

の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
 

④
 
原
子
炉
建
屋
内
水
素
濃
度
監
視
設
備
は
，
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
水
素
爆
発

に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
を
装
荷
し

て
い

る
期

間
及

び
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
に

照
射

さ
れ

た
燃

料
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

を
機

能
維

持
期

間

と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か

つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る

こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
は
，
燃
料

プ
ー
ル

代
替
注
水
系
に
よ
り
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
が
維
持
可
能
で
あ
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る

原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態

と
な
っ

た
場
合
は
適
用
し
な
い
。
（
１
）
原
子
炉
水

位
が
オ
ー
バ
ー

フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ

プ
ー
ル

ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場

合
）
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）

 
 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 

⑥
 
原
子
炉
建
屋
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
フ
ロ
ア
の
天
井
付
近
に
２
チ
ャ
ン
ネ
ル
，
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
吸
込
配

管
付
近
に
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
及
び
格
納
容
器
の
ハ
ッ
チ
・
エ
ア
ロ
ッ
ク
等
に
そ
れ
ぞ
れ
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
計

８
チ
ャ
ン
ネ
ル
設
置
さ
れ
，
水
素
ガ
ス
の
早
期
検
知
及
び
滞
留
状
況
を
把
握
で
き
る
設
計
と
し
て
い
る
。

（
添
付
－
１
，
２
）

 
 

⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）

 
 ａ

．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
 
 
項
目
２
が
該
当
。

 
定
期
検
査
時
の
確
認
事
項
は
，
保
安
規
定
第
２
７
条
（
計
測
及
び
制
御
設
備
）
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
と

同
様
，
校
正
を
行
う
。

 
 ｂ

．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
１
が
該
当
。

 
通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
，
指
示
値
に
よ
り
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
の
確
認
（
振
切
れ
や
他
の
計

           コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．１
０
６

 
       コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．１
０
５

 
     コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．１
０
５

 
コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．１
０
６
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

  （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置

 
適
用
さ
れ
る
 

原
 
子
 
炉
 

の
 
状
 
態
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

 

Ａ
．
動
作
可
能
な
原
子
炉

建
屋

内
水

素
濃

度

監
視

設
備

が
所

要

数
を

満
足

し
て

い

な
い
場
合
 

Ａ
１
.１

．
当
直
長
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
原
子

炉
建
屋
内
水
素
濃
度
監
視
装
置
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
又
は
 

Ａ
１
．
２
．
当
直
長
は
，
静
的
触
媒
式
水
素
再
結

合
器

動
作

監
視

装
置

が
動

作
可

能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

   

３
０
日
間
 

Ｂ
．
原
子
炉
建
屋
内
水
素

濃
度

監
視

設
備

が

動
作
不
能
の
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
監
視
 

装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

３
日
間
 

Ｃ
.
条

件
Ａ

又
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間

内
に

達
成

で
き

な

い
場
合
 

Ｃ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｃ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

 
燃
料
交
換

※
２
 

Ａ
．
動
作
可
能
な
原
子
炉

建
屋

内
水

素
濃

度

監
視

設
備

が
所

要

数
を

満
足

し
て

い

な
い
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
 

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

※
２

：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な

っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。

 
（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ

ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料

が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合

 
 

器
と
の
差
異
の
有
無
等
の
確
認
）
を
行
う
。

 
頻
度
に
つ
い
て
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
に
合
わ
せ
る
も
の
と
し
，
１

ヶ
月
に
１
回
と
す
る
。

 
 ⑧

 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
原
子
炉
建
屋
内
水
素
濃
度
監
視
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
個
数
が
所
要
数
未

満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
）
）

 
当
該
設
備
は
「
６
６
－
１
３
－
１
 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
」
に
設
定
さ
れ
て
い
る
設

備
で
あ
り
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
に
原
子
炉
建
屋
内
水
素
濃
度
監
視
設
備
，
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
静
的
触
媒

式
水
素
再
結
合
器
動
作
監
視
装
置
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、「

６
６
－
１
３
－
１
 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

及
び
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
」
と
同
様
の
設
定
と
し
て
い
る
。

 
 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 
Ａ
１
．
１
．
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の

他
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
（
添
付
－
３
）

 
 Ａ
１
．
２
．
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
で

あ
る

静
的

触
媒

式
水

素
再

結
合

器
動

作
監

視
装

置
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

“
速

や
か

に
”
確
認
す
る
。（

添
付
－
３
）

 
 Ａ
２
．
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，「

６
６
－
１
３
－
１
 
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ
及
び
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
」
と
同
様
の
設
定
と
し
，
当
該
設
備
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
可

能
で

あ
る

こ
と

又
は

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
と
し

て
設

定
さ

れ
て

い
る

静
的
触

媒
式

水
素

再
結

合
器

動
作

監
視

装
置

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と
を

確
認

す
る

こ
と

で
重

大
事
故

等
対

処
設

備
の

Ａ
Ｏ

Ｔ
上
限
で
あ
る
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
１
．
当
該
設
備
が
全
て
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，「

炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
，
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
」
こ
と
の
前
段
階
で
あ
る
原
子
炉
格

納
容
器
内
の
水
素
濃
度
を
監
視
す
る
観
点
で
最
も
実
効
的
な

格
納
容
器
内
水
素
濃
度
監
視
装
置
を

確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。

 
 Ｂ
２
．
当
該
機
能
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，「

６
６
－
１
３
－
１
 
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ
及
び
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
」
と
同
様
の
設
定
と
し
，
監
視
機
能
が
全
喪
失
と
な
る
こ
と
か
ら

「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｃ
１
．，

Ｃ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 
 

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（

原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。
（
１
）
原
子

炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内

か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合

）】
 

Ａ
１
．
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

                              コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．１
０
５

 
    コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．１
０
５
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

Ｂ
．
動
作
可
能
な
可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

（
Ａ

－
１

級
）が

所
要
数
を

満
足

し
て

い
な

い
場
合
 

 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水

位
付
近
に
あ
る
こ
と
及
び
水
温
が
６
５
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
３

．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

Ｃ
．
可
搬
型
ス
プ
レ
イ

ヘ
ッ

ダ
及

び
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

が
動

作
不

能
の
場
合
 

又
は
 燃

料
プ

ー
ル

代

替
注

水
系

が
動

作
不
能
の
場
合
 

Ｃ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ｃ
２
．
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水

位
付
近
に
あ
る
こ
と
及
び
水
温
が
６
５
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ｃ
３
．
当
直
長
は

，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
を
維
持
す
る
た
め

の
注
水
手
段

※
６
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

※
４
：
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
を
い
う

。
 

※
５
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

※
６
：
消
火
系
に
よ
る
注
水
を
い
う
。

 

  Ｂ
１
．
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 
 Ｂ
２
．
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
及
び
温
度
の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
に
よ
り
，
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 Ｂ
３
．
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
可
搬
型
ポ
ン
プ
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主

任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
“
速
や
か
に
”
実
施
す
る
。

 
      Ｃ
１
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 
 Ｃ
２
．
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
及
び
温
度
の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
に
よ
り
，
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 Ｃ
３
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
・
ス
プ
レ
イ
機
能
が
喪
失
し
た
状

態
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
代
替
の
注
水
手
段
と
し
て
，
消
火
系
に
よ
る
注
水
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。

 
 
【
必
要
容
量
】

 
・
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
は
「
　
　
　

ｍ
３
／
ｈ
」
以
上
の
注
水
量
を
有
す
る
。

 
・
技
術
的
能
力
で
は
小
規
模
な
漏
え
い
発
生
時
の
み
消
化
系
を
自
主
対
策
設
備
と
し
て
い
る
が
，
消
火

系
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
駆
動
消
火
ポ
ン
プ
は
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
と
同
等
の
流
量
を

有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
代
替
の
注
水
手
段
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。
（
添
付
－
２
）

 
 

 
【
準
備
時
間
】

 
・
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水
は
，
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
よ
り
も
短
時
間
で
準
備
で
き
る
こ

と
か
ら
，
時
間
短
縮
の
補
完
措
置
は
不
要
。
（
添
付
－
２
）

 
  

      コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
８

６
 

           

 枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
事
項
に
属
し
ま
す
の
で
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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t1114511
四角形



  

1.11-76 

 

 

  

第
1
.
1
1
.
6
図

 
燃

料
プ

ー
ル

代
替

注
水

系
に

よ
る

常
設

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
を

使
用

し
た

 

 
 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

注
水

（
淡

水
/
海

水
）

 
概

要
図

 

操
作

手
順

弁
名

称

⑦
※

1
使

用
済

燃
料

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
外

部
注

水
原

子
炉

建
屋

北
側

注
水

ﾗ
ｲ
ﾝ
元

弁

⑦
※

2
使

用
済

燃
料

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
外

部
注

水
原

子
炉

建
屋

東
側

注
水

ﾗ
ｲ
ﾝ
元

弁

 6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理
 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
6
6
-
9
-
1
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
 

2
ラ
イ
ン
の
う
ち
，
片
側
1
ラ
イ
ン

を
使
用
し
て
注
水
す
る
。
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t0778977
四角形

t0778977
多角形

t0778977
四角形

t1114511
四角形



  

1.11-79 

 

 

第
1
.
1
1
.
8
図

 
燃

料
プ

ー
ル

代
替

注
水

系
に

よ
る

可
搬

型
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

を
使

用
し

た
 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

注
水

（
淡

水
/
海

水
）

 
概

要
図

 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

6
6
-
9
-
1
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
 

2
ラ
イ
ン
の
う
ち
，
片
側
1
ラ
イ
ン

を
使
用
し
て
注
水
す
る
。
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t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
多角形

t0778977
多角形

t0778977
四角形

t1114511
四角形



 

 

1.11-87 

 

 

第
1
.
1
1
.
1
5
図

 
燃

料
プ

ー
ル

代
替

注
水

系
に

よ
る

常
設

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
を

使
用

し
た

 

 
 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

ス
プ

レ
イ

（
淡

水
/
海

水
）

 
概

要
図

操
作

手
順

弁
名

称

⑦
※

1
使

用
済

燃
料

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
外

部
注

水
原

子
炉

建
屋

北
側

注
水

ﾗ
ｲ
ﾝ
元

弁

⑦
※

2
使

用
済

燃
料

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
外

部
注

水
原

子
炉

建
屋

東
側

注
水

ﾗ
ｲ
ﾝ
元

弁

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理

6
6
-
9
-
1
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
 

2
ラ
イ
ン
の
う
ち
，
片
側
1
ラ
イ
ン

を
使
用
し
て
ス
プ
レ
イ
す
る
。
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t0778977
四角形

t0778977
多角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t1114511
四角形



 

 

1.11-90 

 

 

第
1
.
1
1
.
1
7
図

 
燃

料
プ

ー
ル

代
替

注
水

系
に

よ
る

可
搬

型
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

を
使

用
し

た
 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

ス
プ

レ
イ

（
淡

水
/
海

水
）

 
概

要
図

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整
理
 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

6
6
-
1
9
-
1
に
て
整

理
 

6
6
-
9
-
1
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す
 

2
ラ
イ
ン
の
う
ち
，
片
側
1
ラ
イ
ン

を
使
用
し
て
ス
プ
レ
イ
す
る
。
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t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
四角形

t0778977
多角形

t0778977
多角形

t0778977
四角形

t1114511
四角形



 

保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ａ
．
原
子
炉
建
屋
放

水
設
備
が
動
作

不
能
の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
残
留
熱
除
去
系
１
系
列
を
起
動

し
,
動

作
可

能
で

あ
る
こ

と
を
確

認
す
る

※
３

と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
４
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー

バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と
及
び
水
温

が
６
５
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討
し
，
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
４
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

    

速
や
か
に
 

   

３
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求

さ
れ
る
措
置
を

完
了
時
間
内
に

達
成
で
き
な
い

場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

Ａ
．
原
子
炉
建
屋
放

水
設

備
が

動
作

不
能
の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー

バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と
及
び
水
温

が
６
５
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討
し
，
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

※
３

：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は

，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
※
４
：
残
り
の
残
留
熱
除
去
系
２
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。

 
※

５
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

  
⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。

 
原
子
炉
建
屋
放
水
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
設
備
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場

合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 
 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 
Ａ
１
．，

Ａ
２
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対

処
設
備
が
動

作
可
能
で

あ
る
こ

と
を
確
認

す
る
こ
と

が
基
本

的
な
考
え

方
で
あ
る

が
，

原
子
炉

建
屋
放
水
設

備
は
緩
和

設
備
の

た
め
，
設

計
基
準
事

故
対
処

設
備
に
該

当
す
る
も

の
が
な

い
。

こ
の
た
め
，

当
該

設
備

に
期
待

す
る
機
能

で
あ
る
「

炉
心
の

著
し
い
損

傷
及
び

原
子
炉
格

納
容

器
の
破
損
又

は
使
用
済

燃
料
プ

ー
ル
内
の

燃
料
集
合

体
等
の

著
し
い
損

傷
に
至
っ

た
場
合

に
お

い
て
工
場
等

外
へ
の
放

射
性
物

質
の
拡
散

を
抑
制
す

る
」
こ

と
の
前
段

階
で
あ
る

原
子
炉

格
納

容
器
破
損
防

止
及
び

使
用
済
燃

料
プ
ー
ル

の
健
全
性

確
保
の

観
点
で
最

も
実
効
的

な
設
計

基
準

事
故
対
処
設

備
を
確
認

対
象
と

し
て
選
定

す
る
こ
と

と
し
，

具
体
的
に

は
残
留
熱

除
去
系

（
低

圧
注
水
モ
ー
ド
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
モ
ー
ド
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
冷
却
モ
ー
ド
）
が
動

作
可
能
で
あ

る
こ
と
，

使
用
済

燃
料
プ
ー

ル
の
水
位

及
び

水
温
が
保
安

規
定
第

５
５
条
（

使
用

済
燃
料
プ
ー

ル
の
水
位

及
び
水

温
）
に
定

め
ら
れ
て

い
る
制

限
値
を
満

足
し
て
い

る
こ
と

を
確

認
す
る
。
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 
 

Ａ
３
．
当
該
系
統
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
可
搬
型
ポ
ン
プ
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主

任
技
術
者
の

確
認
を
得

て
実
施

す
る
。
完

了
時
間
は

設
計
基

準
事
故
対

処
設
備
が

動
作
可

能
で

あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
 

Ａ
４

．
当
該
系
統

を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧

す
る
。
完
了
時

間
は
代
替
措

置
を
実
施
し
た

場
合
の

Ａ

Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 

Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 
 

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】

 
Ａ
１
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 
 Ａ

２
．【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ａ
２
．
と
同
様
。

 た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交

換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 
 Ａ
３
．【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ａ
３
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交

換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ａ
．
海

洋
拡

散
抑

制
設

備
が
所

要
数

を
満

足

し
て

い
な

い

場
合
 

Ａ
１

．
当

直
長

は
，
残

留
熱
除

去
系
１

系
列

を
起
動

し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
４

と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
５
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー

バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と
及
び
水
温

が
６
５
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討
し
，
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
４
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

    

速
や
か
に
 

   

３
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求

さ
れ
る
措
置
を

完
了
時
間
内
に

達
成
で
き
な
い

場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

Ａ
．
海

洋
拡

散
抑

制
設

備
が
所

要
数

を
満

足

し
て

い
な

い

場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
使

用
可
能

な
状
態
に

復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー

バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と
及
び
水
温

が
６
５
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討
し
，
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

※
４
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
※
５
：
残
り
の
残
留
熱
除
去
系
２
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。

 
※
６

：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

  
⑧

 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
汚
濁
防
止
膜
及
び
小
型
船
舶
（
汚
濁
防
止
膜
設
置
用
），

放
射
性
物
質
吸
着
材
は
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る

た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 
 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
)
，
（
３
））

 
【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 
Ａ
１
．，

Ａ
２
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対

処
設
備
が

動
作
可
能

で
あ
る
こ

と
を
確

認
す
る
こ

と
が
基
本

的
な
考

え
方
で
あ

る
が
，

原
子
炉

建
屋
放
水

設
備
は
緩

和
設
備
の

た
め
，

設
計
基
準

事
故
対
処

設
備
に

該
当
す
る

も
の
が
な

い
。

こ
の
た
め

，
当
該
設

備
に
期
待

す
る
機

能
で
あ
る

「
炉
心
の

著
し
い

損
傷
及
び

原
子
炉
格

納
容

器
の
破
損

又
は
使
用

済
燃
料
プ

ー
ル
内

の
燃
料
集

合
体
等
の

著
し
い

損
傷
に
至

っ
た
場
合

に
お

い
て
工
場

等
外
へ
の

放
射
性
物

質
の
拡

散
を
抑
制

す
る
」
こ

と
の
前

段
階
で
あ

る
原
子
炉

格
納

容
器
破
損

防
止
及
び

使
用
済
燃

料
プ
ー

ル
の
健
全

性
確
保
の

観
点
で

最
も
実
効

的
な
設
計

基
準

事
故
対
処

設
備
を
確

認
対
象
と

し
て
選

定
す
る
こ

と
と
し
，

具
体
的

に
は

残
留

熱
除
去
系

（
低

圧
注
水
モ
ー
ド
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
モ
ー
ド
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
冷
却
モ
ー
ド
）
が
動

作
可
能
で

あ
る
こ
と

，
使
用
済

燃
料
プ

ー
ル
の
水

位
及
び
水

温
が
保

安
規
定
第

５
５
条
（

使
用

済
燃
料
プ

ー
ル
の
水

位
及
び
水

温
）
に

定
め
ら
れ

て
い
る
制

限
値
を

満
足
し
て

い
る
こ
と

を
確

認
す
る
。
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 
 
Ａ
３
．
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
代
替
船
舶
，
フ
ェ
ン
ス
又
は
吸
着
剤
の
補
充
も
し
く

は
発
電
所
岸
壁
付
近
へ
の
船
舶
の
係
留
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１

Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
 
Ａ
４
．
当
該
系
統
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ

Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 
Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 
 
【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】

 
Ａ
１
．
当
該
系
統
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 
 Ａ
２
．
【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ａ
２

．
と
同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交

換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 
 
Ａ
３
．
【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ａ
３

．
と
同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交

換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑦
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑧
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ａ
．
復
水
貯
蔵
槽
へ
の
移

送
設
備
が
動
作
不
能

の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
復
水
貯
蔵
槽
水
位
が
表
６
６

－
１

１
－

１
の

所
要

水
量

以
上

で
あ

る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長

は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
実

施

す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

３
日
間
 

   

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ
れ

る
措
置
を
完
了
時
間

内
に
達
成
で
き
な
い

場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
８
 

Ａ
．
復
水
貯
蔵
槽
へ
の
移

送
設

備
が

動
作

不
能

の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
復
水
貯
蔵
槽
水
位
が
表
６
６

－
１

１
－

１
の

所
要

水
量

以
上

で
あ

る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長

は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
実

施

す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

※
７
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。

 
※
８

：
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ

ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
原
子
炉

内

か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。

 
 

  ⑦
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
又
は
当
該

系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
系
統
構
成
（
接
続
口
を
含
む
）
が
で
き
な
い
場
合
（
条

件
Ａ
）
は
，
当
該
系
統
の
機
能
を
満
足
で
き
な
い
こ
と
か
ら
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 
Ａ
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
，
当
該
設
備
に
は
設
計

基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
こ
の
た
め
，
移
送
先
で
あ
る
復
水
貯
蔵
槽
（
６
６

－
１
１
－
１
「
重
大
事
故
等
収
束
の
た
め
の
水
源
」）

が
所
要
水
位
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
 

 Ａ
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
配
管
・
機
器
類

の

補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準

事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１

Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「

３
日
間
」
と

す
る
。

 
 Ａ

３
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ

Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ

１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 
 【

冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開

の
場
合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
）
】

 
Ａ
１
．【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ａ
３
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
冷
温
停
止
及

び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場

合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。）

で

あ
る
こ
と
か
ら
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 
 

Ａ
２
．【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ａ
１
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
冷
温
停
止
及

び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場

合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。）

で

あ
る
こ
と
か
ら
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 
 Ａ

３
．【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ａ
２
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
冷
温
停
止
及

び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場

合
又
は
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
を
除
く
。）

で

あ
る
こ
と
か
ら
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 
 

              コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
８

６
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ａ
．
動
作
可
能
な
海

水

移
送

設
備

が
２

系
列

未
満

の
場

合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン

バ
水

位
が

第
４

６
条

を
満

足
し

て
い

る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
復
水
貯
蔵
槽
水
位
が
表
６
６

－
１

１
－

１
の

所
要

水
位

以
上

で
あ

る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長

は
，
代
替
措
置

※
４
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実

施
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
４
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

   

１
０
日
間
 

   

３
０
日
間
 

Ｂ
．
動
作
可
能
な
海

水

移
送

設
備

が
１

系
列

未
満

の
場

合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン

バ
水

位
が

第
４

６
条

を
満

足
し

て
い

る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
復
水
貯
蔵
槽
水
位
が
表
６
６

－
１

１
－

１
の

所
要

水
位

以
上

で
あ

る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
３
．
当
直
長
は

，
代
替
措
置

※
４
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実

施
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
４
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

   

３
日
間
 

   

１
０
日
間
 

Ｃ
．
条
件
Ａ
又
は
Ｂ
で

要
求
さ
れ
る
措
置

を
完
了
時
間
内
に

達
成
で
き
な
い
場

合
 

Ｃ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｃ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

 

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
海
水
移
送
設
備
は
，
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
に
お
い

て
は
，
動
作
可
能
な
系
列
数
が
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
な
っ
た
場
合
と
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を

条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 
原
子
炉
の
状
態
が
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
に
お
い
て
は
，
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
１
Ｎ
未
満
と
で

要
求
さ
れ
る
措
置
が
同
様
と
な
る
た
め
，
２
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 
Ａ
１
．，

Ａ
２
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対

処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
速
や
か
に
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許

可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）」

技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事

故
対
処
設
備
”
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
及
び
復
水
貯
蔵
槽
が
該
当
し
，
保
安
規
定
第
４

６
条
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
の
水
位
）
及
び
６
６
－
１
１
－
１
（
重
大
事
故
等
収
束
の
た
め
の
水
源
）

に
定
め
る
水
位
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 Ａ
３
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉

主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で

あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
）
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 

代
替
措
置
は
代
替
品
の
補
充
（
可
搬
型
ポ
ン
プ
の
補
充
等
）
又
は
淡
水
貯
水
池
か
ら
の
移
送
が
可

能
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
い
う
。
な
お
，
淡
水
貯
水
池
か
ら
の
移
送
が
可
能
で
あ
る
こ
と
と
は
，

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
又
は
あ
ら
か
じ
め
敷
設
し
て
あ
る
ホ
ー
ス
を
使
用
し
た

自
重
に
よ
る
淡
水
の
移
送
が
で
き
る
こ
と
を
い
う
。
淡
水
貯
水
池
か
ら
の
移
送
に
つ
い
て
は
，
海

か
ら

の
移

送
よ

り
も

短
時

間
で

準
備

可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
時

間
短

縮
の

補
完

措
置

は
不

要
で

あ
る
。（

添
付
－
３
）

 
 

淡
水
貯
水
池
か
ら
の
移
送

 
・
淡
水
貯
水
池
を
水
源
と
し
た
移
送
（
準
備
時
間
約
２
２
５
分
）

 
・
淡
水
貯
水
池
を
水
源
と
し
た
復
水
貯
蔵
槽
へ
の
補
給
（
準
備
時
間
約
２
３
５
分
）

 
・
淡
水
貯
水
池
か
ら
防
火
水
槽
へ
の
補
給
（
準
備
時
間
約
８
５
分
）

 
 

海
か
ら
の
移
送

 
・
海
を
水
源
と
し
た
移
送
（
準
備
時
間
約
３
１
５
分
）

 
・
海
を
水
源
と
し
た
復
水
貯
蔵
槽
へ
の
補
給
（
準
備
時
間
約
３
２
５
分
）

 
・
防
火
水
槽
へ
の
海
水
補
給
（
準
備
時
間
約
２
９
０
分
）

 
 

Ａ
４
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ

Ｔ
上
限
（
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
））

の
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
 
Ａ
１
．
，
Ａ
２
．
と
同
様
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
．
故
対
処
設
備
を
確
認
す
る
。

 
 Ｂ
３
．
 
Ａ
３
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
３
日
間
」
と
す
る
。
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メ
ン
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第
二
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
の
接
続

箇
所

赤
線
に
て
示
す
。
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線

t8002040
線

t8002040
線

t8002040
線

t8002040
線

t8002040
線

t8002040
線

t8002040
線

t1114511
四角形

t8002040
線

t8002040
線

t8002040
線

t8002040
線

t8002040
線

t0755603
スタンプ

t0755603
線

t0755603
線

t0755603
線

t0755603
長方形



 

保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 ６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 ①

 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 

目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 ③

 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

可
搬

型
代

替
交

流
電

源
設

備
に

よ
る

電
源

系
２

系
列

※
１
が

動
作

可
能

で
あ
る
こ
と

※
２
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
の
状
態
 ④

 
設
 
備
 
⑤
 

所
要
数

 ⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

電
源
車
 

２
台
×
２

※
３
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
（
４
ｋ
Ｌ
）
 

※
４
 

軽
油
タ
ン
ク
 

※
４
 

※
１
：
１

系
列
と
は
，
電
源
車
２
台
を
い
う
。
 

※
２
：
動
作
可
能
と
は
，
緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置
，
動
力
変
圧
器
Ｃ
系
，
Ａ
Ｍ
用
動
力
変
圧
器
及
び

代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
に
接
続
で
き
る
こ
と
を
含
む
。
 

※
３
：
電

源
車
は
，
荒
浜
側
高
台
保
管
場
所
及
び
大
湊
側
高
台
保
管
場
所
に
分
散
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

※
４
：「

６
６
－
１
２
－

７
 
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
を
定
め
る
。
 

 
 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
電
源
車
を
起
動
し
，
運
転
状
態
（
電
圧
等
）
に
異
常
の
な
い

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

２
年
に
１
回
 

電
気
機
器
Ｇ
Ｍ
 

２
．
電

源
車
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

          

 
①

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
が
該
当
す
る
。

 
 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 

③
 
以

下
の

条
文

要
求

が
運
転

段
階

に
お

い
て

も
維

持
で
き

る
よ

う
，

可
搬

型
重

大
事
故

等
対

処
設

備
で

あ
る

可

搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
電
源
系
２
系
列
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
（
保

安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）

 
「
電
源
設
備
（
手
順
等
）」

で
は
，
電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
体
等
の
著
し
い
損
傷

及
び

運
転
停

止
中
に

お
け
る
原

子
炉

内
の

燃
料
体

の
著
し
い

損
傷

を
防

止
す
る

た
め
に
必

要
な

電
力

を
確

保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
 

④
 
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
電
源
系
は
，
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩

和
に

必
要
な

設
備

に
対
し

給
電

を
行

う
た

め
に

必
要
な

設
備

で
あ

り
，

原
子

炉
内
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い

る
期

間
及
び

使
用

済
燃
料

プ
ー

ル
に

照
射

さ
れ

た
燃
料

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間
を
機

能
維

持
期

間
と

し
て

適

用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及

び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 

⑥
 
電
源
車
は
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
可
搬
型
代
替
電
源
設
備
（
原
子
炉
建
屋
の
外
か
ら
電
気
を

供
給
す
る
も
の
）
で
あ
り
２
Ｎ
要
求
設
備
に
該
当
す
る
。
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
最
低
限
必

要
な

設
備
に

電
力

を
供
給

で
き

る
容

量
を

有
す

る
も
の

１
セ

ッ
ト

２
台

と
し

て
，
２

セ
ッ

ト
４

台
を

所
要

数

と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）

 
 ⑦

 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
） 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
項
目
１
が
該
当
。

 
「

保
安

規
定
変

更
に
係

る
基
本

方
針

」
の
可

搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

の
サ
ー

ベ
ラ
ン

ス
頻

度
の
考

え
方
に
基
づ
き
２
年
に
１
回
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
２
が
該
当
。

 
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基

づ
き
可
搬
型
設
備
は
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温

停
止
  

Ａ
．
動

作
可

能
な

可
搬

型
代

替
交

流
電

源

設
備

に
よ

る
電

源

系
が

２
系

列
未

満

の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
１

台
を

起
動

し
，

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

，
そ

の
他

の
設

備
※

５
が

動
作

可
能

で
あ

る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

     

１
０
日
間
 

   

３
０
日
間
 

Ｂ
．
動

作
可

能
な

可
搬

型
代

替
交

流
電

源

設
備

に
よ

る
電

源

系
が

１
系

列
未

満

の
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系

を
動
作
不
能
と
み
な
す
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
１
台
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他

の
設

備
※

５
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
。
 

及
び
 

Ｂ
３
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
４
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

     

３
日
間
 

   

１
０
日
間
 

Ｃ
．
条
件
Ａ
又
は
Ｂ
で
要

求
さ

れ
る

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で
き
な
い
場
合
 

Ｃ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｃ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

   

  
⑧

 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
電
源
系
は
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に

お
い
て
は
，
動
作
可
能
な
系
統
数
が
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
な
っ
た
場
合
と
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を

条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
に
お
い
て
は
，
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
と
で
要
求
さ

れ
る
措
置
が
同
じ
に
な
る
た
め
，
２
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 
 

 
⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 
Ａ
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）
」

の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
非
常
用
デ

ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 
 Ａ

２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
発
電
機
の
補
充
等
）
を

検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
）
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。 

 Ａ
３
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は

代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上

限
の
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ

１
．
動
作
可
能
な
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
が
１
系
列
未
満
と
な
る
と
，
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
も
電

源
が
な
く
，
機
能
喪
失
し
た
状
態
と
な
る
こ
と
か
ら
，
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
を
動
作
不
能
と
み
な

し
，
「
６
６
－
５
－
４
（
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
）
」
の
要
求
さ
れ
る
措
置
を
実
施
す
る
。

 
 Ｂ
２
．
 
Ａ
１
．
と
同
様
。

 
 

Ｂ
３
．
 
Ａ
２
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
４
．
 
Ａ
３
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｃ
１
．，

Ｃ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ａ
．

所
要

数
を

満

足
し

て
い

な

い
場
合
 

Ａ
１
．
１
．
当
直
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
１
台
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他

の
設

備
※

１
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と

を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
１
．
２
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能

を
持

つ
重

大
事

故
等

対
処

設
備

※
２
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
１
．
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

又
は
 

Ａ
２
．
１
．
当
直
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
１
台
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他

の
設

備
※

１
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と

を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
２
．
１
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す

る
自

主
対

策
設

備
※

３
が

動
作

可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

又
は
 

Ａ
２
．
２
．
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
４
を
検
討

し
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得
て
実
施
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

     

３
日
間
 

   

３
０
日
間
 

  

速
や
か
に
 

     

３
日
間
 

   

３
日
間
 

   

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求

さ
れ
る
措
置
を

完
了
時
間
内
に

達
成
で
き
な
い

場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
及
び
（
可
搬
型
）
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
を

満
足
し
て
い
な
い
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 
 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 
Ａ
１
．
１
．，

Ａ
２
．
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基

準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許

可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）」

技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事

故
対
処
設
備
”
で
あ
る
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
該
当
し
，
動
作
可
能
確
認
の
完
了
時
間
は

“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 
 Ａ

１
．
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
な
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設

備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添

付
書
類
十
）」

技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
「
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
」（

第
一
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
機
）
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ

上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
｢３

日
間
｣
と
す
る
。

 
 

【
準
備
時
間
】

 
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
及
び
（
可
搬
型
）
に
よ
る
受
電
操
作
に
必
要
な
時
間
は
約
１
時

間
５

５
分
及

び
約

４
時

間
５
分

で
あ

る
。

第
一
ガ

ス
タ
ー
ビ

ン
発

電
機

に
よ
る

受
電
操
作

に
必

要
な

時
間

は
約
５

０
分

で
，

よ
り
短

時
間

で
準

備
可
能

で
あ
る
こ

と
か

ら
時

間
短
縮

の
補
完
措

置
は

不
要

で
あ
る
。
（
添
付
－
３
）

 
 Ａ
１
．
３
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故

等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
３
０
日
間
」
と
す

る
。

 
 Ａ
２
．
２
．
１
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類

十
）」

技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
「
第
二
代
替
交
流
電
源
設
備
」（

第
二
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
）

が
該

当
し

，
完

了
時

間
は

対
応

す
る

設
計
基

準
事

故
対

処
設

備
が

動
作
可

能
で

あ
る

場
合

の
Ａ

Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
 
【
準
備
時
間
】

 
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
及
び
（
可
搬
型
）
に
よ
る
受
電
操
作
に
必
要
な
時
間
は
約
１
時

間
５

５
分
及

び
約
４

時
間
５
分

で
あ

る
。

第
二

ガ
ス

タ
ー
ビ

ン
発

電
機

に
よ
る

受
電
操
作

に
必

要
な

時
間
は
約
１
時
間
２
０
分
で
，
よ
り
短
時
間
で
準
備
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
時
間
短
縮
の
補
完
措
置

は
不
要
で
あ
る
。（

添
付
－
３
）

 
 Ａ
２
．
２
．
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
ケ
ー
ブ

ル
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計

基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」

と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

Ａ
．
軽
油
タ
ン
ク
が
所
要
数
を
満
足

し
て
い
な
い
場
合
 

Ａ
１
. 

当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
。
 

２
日
間
 

Ｂ
．
動
作
可
能
な
タ
ン
ク
ロ
ー
リ

（
４
ｋ
Ｌ
）
が
所
要
数
を
満
足

し
て
い
な
い
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
。
 

又
は
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る

※
６
。
 

２
日
間
 

  

２
日
間
 

Ｃ
．
動
作
可
能
な
タ
ン
ク
ロ
ー
リ

（
１
６
ｋ
Ｌ
）
が
所
要
数
を
満

足
し
て
い
な
い
場
合
 

Ｃ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
。
 

又
は
 

Ｃ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る

※
６
。
 

２
日
間
 

  

２
日
間
 

Ｄ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ
れ
る
措
置
を

完
了
時
間
内
に
達
成
で
き
な

い
場
合
 

Ｄ
１
．
当
直
長
は
，
燃
料
補
給
を
要
す
る
重
大
事
故
等

対
処
設
備

※
７
を
動
作
不
能

※
８
と
み
な
す
。
 

速
や
か
に
 

Ｅ
．
条
件
Ｂ
で
要
求
さ
れ
る
措
置
を

完
了
時
間
内
に
達
成
で
き
な

い
場
合
 

Ｅ
１
．
当
直
長
は
，
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
（
４
ｋ
Ｌ
）
に
よ

る
燃

料
補

給
を

要
す

る
重

大
事

故
等

対
処

設

備
※
７
を
動
作
不
能

※
８
と
み
な
す
。
 

速
や
か
に
 

Ｆ
．
条
件
Ｃ
で
要
求
さ
れ
る
措
置
を

完
了
時
間
内
に
達
成
で
き
な

い
場
合
 

Ｆ
１
．
当
直
長
は
，
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
（
１
６
ｋ
Ｌ
）
に

よ
る

燃
料

補
給

を
要

す
る

重
大

事
故

等
対

処

設
備

※
７
を
動
作
不
能

※
８
と
み
な
す
。
 

速
や
か
に
 

※
５
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。

 
※

６
：

２
日

間
以
内
に

代
替
措

置
が
完
了

し
た
場
合

，
当
該

設
備
が
復

旧
す
る
ま

で
運
転

上
の
制
限

の
逸
脱

は
継
続
す
る
が
，
２
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件
Ｅ
及
び
Ｆ
に
は
移
行
し
な
い
。
 

※
７
：
燃
料
補
給
を
有
す
る
重
大
事
故

等
対
処
設
備
と
は
，
以
下
を
い
う
。

 
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
（
４
ｋ
Ｌ
）；

 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－

１
級
），

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
），

大
容
量
送
水
車

（
海
水
取
水
用
），

大
容
量
送
水
車
（
原
子
炉
建
屋
放
水
設
備
用
），

電
源
車
，
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト

用
発
電
機
及
び
５
号
炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
用
可
搬
型
電
源
設
備
。

 
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
（
１
６
ｋ
Ｌ
）；

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
。

 
※
８

：
燃
料
補
給
を
要
す
る
重
大
事
故

等
対
処
設
備
の
運
転
上
の
制
限
は
個
別
に
適
用
さ
れ
る
。

 

  
⑧

 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
軽

油
タ
ン

ク
が

所
要

数
を

満
足

し
て
い

な
い

場
合

及
び

動
作

可
能
な

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

が
所

要
数
を

満
足
し

な
く
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。

(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
）

) 
 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 
Ａ
１
．
当
該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。

完
了
時
間
は
保
安
規
定
第
６
１
条
（
非
常
用
デ
ィ

ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
油
等
）
に
お
い
て
タ
ン
ク
レ
ベ
ル
等
が
制
限
値
を
満
足
し

て
い
な
い
場
合
の

要
求
さ
れ
る
措
置
の
完
了
時
間
「
２
日
間
」
の
設
定
を
準
用
し
，「

２
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ

１
．，

Ｃ
１
．
 
Ａ
１
．
と
同
様
。

 
 Ｂ
２
．，

Ｃ
２
．
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
，
ド
ラ
ム
缶
・
ト
ラ
ッ
ク
・

要
員
の
確
保
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る

。
完
了
時
間
は
上

記
の
Ａ
１
．
と
同
様
「
２
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｄ

１
．
，
Ｅ
１

．
，
Ｆ
１
．
保
安
規
定
第
６
１
条
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
油
等
）
の
完
了
時
間

内
に
達
成
で
き
な
い
場
合
の
要
求
さ
れ
る
措
置
の
完
了
時
間
“
速
や
か
に
”

の
設
定
を
準
用
し
，

燃
料
補
給
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
“
速
や
か
に
”

動
作
不
能
と
み
な
し
，
当
該
設
備

に
適
用
さ
れ
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
措
置
を
実
施
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
所
要
数
の
可
搬
型
計
測
器
の
機
能
検
査
を
実
施
す
る
。 

１
年
に
１
回
 

計
測
制
御
Ｇ
Ｍ
 

２
．
所
要
数

の
可
搬
型

計
測
器

が
動
作
可

能
で
あ
る

こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ａ
．
動
作
可
能
な
可
搬

型
計
測
器
が
所
要

数
を
満
足
し
て
い

な
い
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

又
は
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
１
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者
の

確
認
を

得
て

実

施
す
る

※
２
。
 

３
０
日
間
 

  

３
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

Ａ
．
動
作
可
能
な
可
搬

型
計
測
器
が
所
要

数
を
満
足
し
て
い

な
い
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
１
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者
の

確
認
を

得
て

実

施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

※
１
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。

 
※
２
：
３
０
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま
で
運
転
上
の
制
限
の
逸

脱
は
継
続
す
る
が
，
３
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件
Ｂ
に
は
移
行
し
な
い
。
 

 
⑦

 
適

用
さ

れ
る

原
子

炉
の

状
態

に
お

け
る

確
認

事
項

を
記

載
す

る
。
（

保
安

規
定

変
更

に
係

る
基

本
方

針

４
．
２
）

 
ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
項
目
１
が
該
当
。

 
「

保
安

規
定

変
更
に

係
る
基
本

方
針

」
の

可
搬
型

重
大
事
故

等
対

処
設

備
の
サ

ー
ベ
ラ
ン

ス
頻

度
の

考
え
方
に
基
づ
き
１
年
に
１
回
，
模
擬
入
力
に
よ
る
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
２
が
該
当
。

 
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考

え
方
に
基
づ
き
３
ヶ
月
に
１
回
，
外
観
点
検
，
通
電
等
の
確
認
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。

 
 

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
可
搬
型
計
測
器
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
設
備
が
所
要
数
未
満
に
な
っ
た
場
合
を

条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 
 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 
Ａ
１
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
重
大
事
故
等

対
処
設
備
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
で
あ
る
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ａ
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
計
測
機
器
の
補
充
等
）
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
で
あ
る
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ

１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 
 【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】

 
Ａ
１
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す

る
。

 
 Ａ
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
計
測
機
器
の
補
充
等
）
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
“
速
や
か
に
”
実
施
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 表
６
６
－
１
４
 
運
転
員
が
中
央
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
の
設
備
 

 ６
６
－
１
４
－
１
 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
確
保
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

被
ば

く
 

低
減
設
備
 

（
１
）
中
央
制
御
室
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
に
よ
る
加
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

（
２
）
中
央
制
御
室
待

避
室
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
に
よ
る

加
圧
系
が
動
作
可

能

で
あ
る
こ
と

※
２
 

（
３

）
デ
ー
タ
表
示
装
置
（
待
避
室
），

中
央
制
御
室
待
避
室
遮
蔽
（
可
搬
型
），

差
圧
計
及

び
酸
素
濃
度
・
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

そ
の
他
設
備
 

可
搬
型
蓄
電
池
内
蔵
型
照
明
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用

さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態

④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温

停
止
 

中
央
制
御
室
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
（
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
）
 

２
台
 

中
央
制
御
室
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
（
ブ
ロ
ワ
ユ
ニ
ッ
ト
）

 
４
台
 

中
央
制
御
室
待
避
室
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
 

１
７
４
本
 

デ
ー
タ
表
示
装
置
（
待
避
室
）

 
１
台
 

中
央
制
御
室
待
避
室
遮
蔽
（
可
搬
型
）
 

１
式
 

酸
素
濃
度
・
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
 

２
個
 

差
圧
計
 

２
個
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温

停
止
 

冷
温

停
止
 

燃
料

交
換
 

可
搬
型
蓄
電
池
内
蔵
型
照
明
 

２
個
 

衛
星
電
話
設
備
（
常
設
）
 

※
４
 

無
線
連
絡
設
備
（
常
設
）
 

※
４
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
５
 

※
１
：
陽
圧
化
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ

※
３
，
弁
，
配
管
，
ダ
ク
ト
及
び
ダ
ン
パ
を
含
む
。
ま
た
，
ダ
ク
ト
及

び
ダ
ン
パ
等
の
故
障
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
は
，
「
第
５
７
条

 
中
央
制
御
室

非
常
用
換
気
空
調
系
」
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。
 

※
２
：
陽

圧
化
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ

※
３
，
弁
及
び
配
管
を
含
む
。
 

※
３
：
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
開
放
さ
れ
て
い
て
も
，
陽
圧
化
が
可
能
で
あ
れ
ば
運
転
上
の
制
限
を
逸
脱
し
て
い
る

と
は
み
な
さ
な
い
。
ま
た
ハ
ッ
チ

，
扉
の
一
時
的
な
開
放
に
つ
い
て
も
，
運
転
上
の
制
限
を
逸
脱
し

て
い
る
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
４
：「

６
６
－
１
７
－
１
 
通
信
連
絡
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

  

 
①

 
設
置
許
可
規
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
九
条
（
１
．
１
６
）
が
該
当
す
る
。

 
 ②

 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 

 
③

 
以

下
の

条
文

要
求

が
運
転

段
階

に
お

い
て

も
維

持
で
き

る
よ

う
，

中
央

制
御

室
可
搬

型
陽

圧
化

空
調

機

に
よ
る
加
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
中
央
制
御
室
待
避
室
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
に
よ
る

加
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
並
び
に
デ
ー
タ
表
示
装
置
（
待
避
室
）
等
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で

あ
る

こ
と
を

運
転

上
の
制

限
と

す
る

。
な

お
，

中
央
制

御
室

は
６

号
炉

及
び

７
号
炉

共
用

で
１

つ
で

あ

り
，
上
記
の
運
転
上
の
制
限
は
中
央
制
御
室
あ
た
り
の
要
求
で
あ
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
３
（
１
）
）

 
ま
た
，
資
機
材
搬
入
等
に
伴
う
ハ
ッ
チ
，
扉
の
一
時
的
な
開
放
及
び
中
央
制
御
室
へ
の
ケ
ー
ブ
ル
の
引

き
込

み
等
に

つ
い

て
は
，

要
員

を
配

置
し

速
や

か
に
開

口
部

を
閉

め
ら

れ
る

等
管
理

さ
れ

た
状

態
で

あ

れ
ば
運
転
上
の
制
限
を
逸
脱
し
て
い
る
と
は
み
な
さ
な
い
。

 
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
九
条
（
１
．
１
６
）

 
「
原
子
炉
制
御
室
（
の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
等
）」

と
し
て
，
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

も
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
構
成
す
る
も
の
を
除
く
。）

が
有
す
る
原

子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
機
能
が
損
な
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。）

運
転
員
が
と
ど
ま
る

た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
 な
お
，
通
信
連
絡
に
係
わ
る
設
備
は
，
６
６
－
１
７
－
１
（
通
信
連
絡
設
備
）
に
て
整
理
す
る
。

 
 ④

 
中

央
制

御
室

可
搬

型
陽
圧

化
空

調
機

に
よ

る
加

圧
系

，
中
央

制
御

室
待

避
室

陽
圧
化

装
置

（
空

気
ボ

ン

ベ
）
に
よ
る
加
圧
系
，
そ
の
他
陽
圧
化
時
の
監
視
計
器
や
中
央
制
御
室
待
避
室
に
配
備
す
る
設
備
に
つ
い

て
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
運
転
員
が
と
ど
ま
る
た
め
に
必
要
な
設
備
（
被
ば
く

評
価
に
お
い
て
期
待
し
て
い
る
設
備
）
で
あ
る
。
運
転
停
止
中
／
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
有
効
性
評
価
に

て
，

炉
心
損

傷
又

は
使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

の
燃

料
損
傷

に
至

る
こ

と
が

な
い

こ
と
を

示
し

て
い

る
よ

う

に
，

冷
温
停

止
中

は
被
ば

く
の

原
因

と
な

る
大

量
の
放

射
性

物
質

放
出

を
伴

う
事
象

が
発

生
す

る
可

能

性
は
低
い
た
め
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。

 
可

搬
型

蓄
電

池
内

蔵
型
照

明
は

，
重

大
事

故
等

が
発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
運
転

員
が

と
ど

ま
る

た

め
に
必
要
な
設
備
（
被
ば
く
評
価
に
お
い
て
期
待
し
て
い
る
設
備
以
外
）
で
あ
り
，
中
央
制
御
室
照
明
が

機
能
喪
失
し
た
際
に
は
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温

停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）

 
 ⑤

 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 ⑥

 
中
央
制
御
室
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
，
中
央
制
御
室
の
居
住
性
を
確
保
す
る

た
め

に
必
要

な
台

数
と
し

て
，

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト
は

６
号

炉
及

び
７

号
炉

そ
れ
ぞ

れ
１

セ
ッ

ト
１

台

の
計

２
台
及

び
ブ

ロ
ワ
ユ

ニ
ッ

ト
は

６
号

炉
及

び
７
号

炉
そ

れ
ぞ

れ
１

セ
ッ

ト
２
台

の
計

４
台

を
所

要

数
と
す
る
。

 
中
央
制
御
室
待
避
室
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
は
，
中
央
制
御
室
待
避
室
の
居
住
性
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
容
量
と
し
て
，
工
事
計
画
認
可
申
請
書
に
基
づ
き
１
７
４
本
を
所
要
数
と
す
る
。

 
デ
ー
タ
表
示
装
置
（
待
避
室
）
は
，
中
央
制
御
室
待
避
室
に
待
避
中
の
運
転
員
が
プ
ラ
ン
ト
パ
ラ
メ
ー
タ

の
監
視
を
行
う
た
め
に
必
要
な
台
数
と
し
て
，
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。

 
中
央
制
御
室
待
避
室
遮
蔽
（
可
搬
型
）
は
，
中
央
制
御
室
待
避
室
の
遮
蔽
に
必
要
と
な
る
１
式
を
所
要
数

         コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．１
１
２
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ａ
．
中
央
制
御
室
可
搬
型
陽

圧
化

空
調

機
に

よ
る

中
央

制
御

室
の

加
圧

系
が
動
作
不
能
の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
６
号
炉
及
び
７
号
炉
の
中

央
制

御
室

非
常

用
換

気
空

調
系

１
系

列
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設

備
※

６
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確

認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

      

３
日
間
 

   

１
０
日
間
 

Ｂ
．
中
央
制
御
室
待
避
室
陽

圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン

ベ
）
に
よ
る
中
央
制
御

室
待
避
室
の
加
圧
系
が

動
作
不
能
の
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
６
号
炉
及
び
７
号
炉
の
中

央
制

御
室

非
常

用
換

気
空

調
系

１
系

列
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設

備
※

６
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確

認
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自
主

対
策

設
備

※
８
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
機
能
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

      

３
日
間
 

   

１
０
日
間
 

        

      ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
中
央
制
御
室
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
に
よ
る
加
圧
系
等
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な

系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
又
は
所
要
数
を
満
足
し
な
い
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 
Ａ
１
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書

類
八
）
」
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す

る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
中
央
制
御

室
非
常
用
換
気
空
調
系
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

  
中
央
制
御
室
非
常
用
換
気
空
調
系
は
，
再
循
環
運
転
モ
ー
ド
を
確
認
す
る
。

 
 Ａ
２
．
当
該
系
統
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
空
調
機
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術

者
の

確
認

を
得

て
実

施
す

る
。

完
了

時
間
は

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備
が

動
作

可
能

で
あ

る
場

合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ａ
３
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ

Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
１
．
 
Ａ
１
と
同
様
。

 
 Ｂ

２
．

動
作

不
能

と
な
っ

た
重

大
事

故
等

対
処

設
備
の

機
能

を
補

完
す

る
自

主
対
策

設
備

が
動

作
可

能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）」

技
術

的
能

力
で

整
理

し
た

カ
ー

ド
ル

式
空
気

ボ
ン

ベ
ユ

ニ
ッ

ト
が

該
当
し

，
完

了
時

間
は

対
応

す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る

「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
  

 
 
 

 
カ

ー
ド
ル

式
空
気

ボ
ン
ベ

ユ
ニ

ッ
ト
の

準
備
操

作
は
，

空
気

の
供
給

開
始
ま

で
に
時

間
を

要
す

る
が
，
中
央
制
御
室
待
避
室
に
必
要
空
気
量
を
供
給
で
き
る
こ
と
か
ら
，
事
前
配
備
等
の
準
備
時

間
短
縮
の
補
完
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
で
，
中
央
制
御
室
待
避
室
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）

の
機
能
を
代
替
で
き
る
。
（
添
付
－
３
）

 
 Ｂ
３
．
 
Ａ
３
と
同
様
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ｃ
．
動
作
可
能
な
デ
ー
タ
表

示
装
置
（

待
避
室
）
，
中

央
制

御
室

待
避

室
遮

蔽
（

可
搬

型
）
，

差
圧

計
，
酸
素
濃
度
・
二

酸

化
炭

素
濃

度
計

又
は

可
搬
型
蓄
電
池
内
蔵
型

照
明

が
所

要
数

を
満

足
し
て
い
な
い
場
合
 

Ｃ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

又
は
 

Ｃ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施
す
る

※
９
。
 

１
０
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｄ
．
条
件
Ａ
，
Ｂ
又
は
Ｃ
で
要

求
さ
れ
る
措
置

を
完
了

時
間
内
に
達
成

で
き
な

い
場
合
 

Ｄ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｄ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

Ａ
．
動
作
可
能
な
可
搬
型
蓄

電
池

内
蔵

型
照

明
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な
い
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

※
６
：
残
り
の
中
央
制
御
室
非
常
用
換
気
空
調
系
１
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
※
７
：
代

替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

※
８

：
カ
ー
ド
ル
式

空
気
ボ
ン
ベ

ユ
ニ
ッ
ト
に
よ

る
中
央
制
御

室
待
避
室
の
加

圧
を
い

う
。
（
準
備
時

間
短

縮
の
補
完
措
置
を
含
む
）
 

※
９
：
１
０
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま
で
運
転
上
の
制
限
の
逸

脱
は
継
続
す
る
が
，
１
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件
Ｄ
に
は
移
行
し
な
い
。
 

 

      Ｃ
１
．
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
緊
急
時
対
策
所
に
係
る
そ
の
他
の

設
備
と
同
様
に
，「

事
故
時
計
装
」
の
２
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，
少
な

く
と

も
１

つ
の

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

復
旧

す
る
た

め
に

認
め

ら
れ

て
い

る
完
了

時
間

で
あ

る
「

１
０

日
間
」
を
準
用
し
，
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｃ
２
．
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
表
示
装
置
又
は
記
録
要
員
の
確
保
も
し
く
は
可
搬
型

遮
蔽
，
計
測
機
器
又
は
可
搬
型
照
明
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
，
緊
急
時
対
策
所
に
係
る
そ
の
他
の
設
備
と
同
様
，「

事
故
時
計
装
」

の
２

つ
の

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

不
能

と
な
っ

た
場

合
，

少
な

く
と

も
１
つ

の
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
復

旧
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」

と
す
る
。

 
  Ｄ
１
．
，
Ｄ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 
    【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】

 
Ａ
１
．
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 Ａ
２
．【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ｃ
２
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
代
替
措
置
と
は
，
可
搬

型
照
明
の
補
充
等
を
い
う
。
ま
た
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は

“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
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第 1.16.2図 中央制御室，中央制御室待避室の陽圧化バウンダリ構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.16.3 図 中央制御室可搬型陽圧化空調機の構成図

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。
中央制御室バウンダリのハッチ，扉を
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 ６
６
－
１
４
－
２
 
原
子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 ③

 

原
子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル

※
１
 

燃
料

取
替

床
ブ

ロ
ー

ア
ウ

ト
パ

ネ
ル

閉
止

装
置

の
機

能
が

健

全
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態

 ④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

燃
料
取
替
床
ブ

ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
 

４
台
 

※
１
：
燃
料

取
替
床
ブ

ロ
ー
ア

ウ
ト
パ
ネ

ル
及
び
主

蒸
気
系

ト
ン
ネ
ル

室
ブ
ロ
ー

ア
ウ
ト

パ
ネ
ル
の

開
放
機

能
は

，「
第
４
９
条
 
原
子
炉
建
屋
」
で
確
認
す
る
。

 
     （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
燃
料
取
替
床
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
の
性
能
検
査
を
実
施

す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

２
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
燃
料
取
替
 

床
ブ

ロ
ー

ア
ウ

ト
パ

ネ
ル

閉
止

装
置

の
機

能
が

健
全

で
あ

る
こ

と
を

確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
長
 

          

 
①

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
九
条
（
１
．
１
６
）
が
該
当
す
る
。

 
 ②

 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器

 
 

③
 
以

下
の

条
文

要
求

が
運
転

段
階

に
お

い
て

も
維

持
で
き

る
よ

う
，

常
設

重
大

事
故
等

対
処

設
備

で
あ

る

燃
料

取
替

床
ブ

ロ
ー

ア
ウ

ト
パ

ネ
ル

閉
止

装
置

の
機

能
が

健
全

で
あ

る
こ

と
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）

 
 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
九
条
（
１
．
１
６
）

 
「
運
転
員
が
と
ど
ま
る
た
め
に
必
要
な
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
原
子
炉
制
御
室
に
関
し
，
重
大

事
故

が
発
生

し
た
場

合
に
お
い

て
も

運
転

員
が
と

ど
ま
る
た

め
に

必
要

な
設
備

を
設
け
る

（
手

順
書

を
定
め
る
こ
と
）
こ
と
。

 
 
 

 
④

 
燃

料
取

替
床

ブ
ロ

ー
ア
ウ

ト
パ

ネ
ル

閉
止

装
置

は
，

燃
料
取

替
床

ブ
ロ

ー
ア

ウ
ト
パ

ネ
ル

が
開

放
し

た

状
態
で
，
炉
心
が
著
し
く
損
傷
し
た
場
合
に
開
口
部
を
閉
止
し
，
原
子
炉
制
御
室
の
居
住
性
を
確
保
す
る

た
め

の
設
備

で
あ

る
こ
と

か
ら

，
炉

心
の

著
し

い
損
傷

が
発

生
す

る
原

子
炉

の
状
態

を
機

能
維

持
期

間

と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に

係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 ⑤

 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 ⑥

 
燃
料
取
替
床
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
は
，
原
子
炉
建
屋
に
４
台
設
置
さ
れ
て
お
り
，
４
台
を
所

要
数
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
１
）
 

 ⑦
 
適

用
さ

れ
る

原
子

炉
の

状
態

に
お

け
る

確
認

事
項

を
記

載
す

る
。
（

保
安

規
定

変
更

に
係

る
基

本
方

針

４
．
２
）

 
ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
項
目
１
が
該
当
。

 
定
検
停
止
時
の
点
検
に
合
わ
せ
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
２
が
該
当
。

 
「

保
安

規
定

変
更
に

係
る
基
本

方
針

」
の

重
大
事

故
等
対
処

設
備

の
サ

ー
ベ
ラ

ン
ス
頻
度

の
考

え
方

に
基

づ
き
常

設
設
備

は
１
ヶ
月

に
１

回
，

外
観
点

検
等
の
確

認
に

よ
り

使
用
可

能
で
あ
る

こ
と

を
確

認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

Ａ
．
燃
料
取
替
床
ブ
ロ

ー
ア

ウ
ト

パ
ネ

ル

閉
止

装
置

の
機

能

が
健

全
で

な
い

場

合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，

燃
料
取
替
床
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
の
機
能

が
健
全
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
２
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術

者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。

 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。 

速
や
か
に
 

  

３
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

※
２
：
手
動
操
作
等
に
よ
る
閉
止
手
段

の
確
認
を
い
う
。

 

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
燃
料
取
替
床
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満

と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
可
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
Ａ
１
．
燃
料
取
替
床
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
は
，
燃
料
取
替
床
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
が
開
放

し
て
し
ま
っ
た
時
に
，
原
子
炉
制
御
室
の
居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
に
，
開
口
部
を
閉
止
す
る
対

策
で
あ
る
。
閉
止
機
能
の
機
能
が
健
全
で
な
い
場
合
に
は
，
燃
料
取
替
床
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル

の
機
能
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。

 
 Ａ
２
．
燃
料
取
替
床
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
が
開
放
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
備
え
，
代
替
措
置
（
代
替
閉

止
手
段
の
確
認
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設

計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日

間
」
と
す
る
。

 
 Ａ
３
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を

実
施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
の

「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 
 

   コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．１
０
９
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

Ａ
．
動
作
可
能
な
監

視

測
定

設
備

が
所

要
数
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．

当
直

長
は
，
代
替

措
置

※
３
を

検
討
し
，
原
子
炉

主
任
技

術

者
の

確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

※
３
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

 
⑧

 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
監
視
測
定
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
に
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し

て
記
載
す
る
。

 
 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
 Ａ
１
．
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
保
安
規
定
第

１
０
２
条
（
放
射
線
計
測
器
類
の
管
理
）
に
お
い
て
，「

故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場

合
は
，
修
理
又
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。」

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
こ
の
考
え
方
を
準
用
し
，

“
速
や
か
に
”
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 
 Ａ
２
．
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
計
測
機
器
又
は
代
替
船
舶
の
補
充
も
し
く
は
発
電

所
岸
壁
付
近
へ
の
船
舶
の
係
留
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
“
速
や

か
に
”
実
施
す
る
。

 
保
安
規
定
第
１
０
２
条
（
放
射
線
計
測
器
類
の
管
理
）
に
お
い
て
，「

故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能

と
な
っ
た
場
合
は
，
修
理
又
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
こ
の
考
え
方

を
準
用
し
，”

速
や
か
に
”
代
替
措
置
を
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。

 

          コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
８

６
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 表
６
６
－
１
６
 
緊
急
時
対
策
所
 

 ６
６
－
１
６
－
１
 
緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
確
保
（
対
策
本
部
）
 ①

 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 

目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 ③

 

被
ば
く
 

低
減
設
備
 

（
１
）
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン

ベ
）
に
よ
る
加
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

（
２
）
５
号
炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
二
酸
化
炭
素
吸
収
装
置
の

所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

（
３
）
５
号
炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
可
搬
型
外
気
取
入
送
風
機

及
び
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
に
よ
る
加
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
２
 

（
４
）
差
圧
計
（
対
策
本
部
），

酸
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
対

策
本
部
）
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

そ
の
他
設
備
 

可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
対
策
本
部
）
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用

さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態

④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数

※
４
 ⑥

 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温

停
止
 

５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
陽
圧
化
装

置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
 

１
２
３
本
 

５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
二
酸
化
炭

素
吸
収
装
置
 

１
台
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温

停
止
 

冷
温

停
止
 

燃
料

交
換
 

５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
可
搬
型
外

気
取
入
送
風
機
 

２
台
 

５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
可
搬
型
陽

圧
化
空
調
機
 

１
台
 

差
圧
計
（
対
策
本
部
）
 

１
個
 

酸
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）
 

１
個
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）
 

１
個
 

可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
対
策
本
部
）
 

１
台
 

可
搬
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト

 
※
４
 

※
１

：
陽
圧
化
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ

※
３
，
弁
及
び
配
管
を
含
む
。
 

※
２
：
陽
圧
化
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ

※
３
及
び
ダ
ク
ト
を
含
む
。
 

※
３
：
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
開
放
さ
れ
て
い
て
も
，
陽
圧
化
が
可
能
で
あ
れ
ば
運
転
上
の
制
限
を
逸
脱
し
て
い
る

と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
４
：
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時

対
策
所
（
対
策
本
部
）
あ
た
り
の
合
計
所
要
数
。
 

※
５
：「

６
６
－
１
５
－
１
 
監
視
測
定

設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

 
①

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）
が
該
当
す
る
。

 
 ②

 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 ③

 
以

下
の
条

文
要

求
が

運
転

段
階

に
お
い

て
も

維
持

で
き

る
よ

う
，
５

号
炉

原
子

炉
建

屋
内

緊
急
時

対
策
所

（
対
策
本
部
）
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
に
よ
る
加
圧
系
及
び
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所

（
対

策
本

部
）

可
搬

型
外

気
取

入
送
風

機
及

び
可

搬
型

陽
圧

化
空
調

機
に

よ
る

加
圧

系
が

動
作
可

能
で
あ

る
こ
と
並
び
に
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
二
酸
化
炭
素
吸
収
装
置
等
の
所
要
数

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
な
お
，
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対

策
本
部
）
は
６
号
炉
及
び
７
号
炉
共
用
で
１
つ
で
あ
り
，
上
記
の
運
転
上
の
制
限
は
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内

緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
あ
た
り
の
要
求
で
あ
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 
ま
た
，
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
へ
の
ケ
ー
ブ
ル
の
引
き
込
み
等
に
つ
い
て
は
，
要
員
を
配
置
し
速

や
か

に
開

口
部

を
閉

め
ら

れ
る

等
管
理

さ
れ

た
状

態
で

あ
れ

ば
運
転

上
の

制
限

を
逸

脱
し

て
い
る

と
は
み

な
さ
な
い
。

 
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）

 
「
緊
急
時
対
策
所
（
の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
等
）」

で
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

も
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
が
と
ど
ま
り
，
必
要
な
指
示
を
行
う
と

と
も
に
，
発
電
所
内
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
す

る
た
め
に
必
要
な
設
備

を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
 

な
お
，
必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡
に
係
わ
る
設
備
は
，
６
６
－
１
７
－
１

（
通
信
連
絡
設
備
）
に
て

整
理
す
る
。

 
 

④
 
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
に
よ
る
加
圧
系
及
び
二
酸
化
炭
素
吸
収
装
置
に
つ
い
て
は
，
重
大
事
故
等
が

発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
短
期
間
の
放
射
性
物
質
放
出
（
格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
時
）
に
対
応
す
る
設
備

で
あ
り
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
な
お
，
当
該
設
備
は

６
号
炉
及
び
７
号
炉
共
用
設
備
で
あ
る
が
，
本
条
文
は
７
号
炉
の
原
子
炉
の
状
態
に
対
し
て
定
め
る
。

 
可
搬
型
外
気
取
入
送
風
機
及
び
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
に
よ
る
加
圧
系
，
差
圧
計
，
酸
素
濃
度
計
，
二
酸
化

炭
素

濃
度

計
及

び
可

搬
型

エ
リ

ア
モ
ニ

タ
に

つ
い

て
は

，
長

期
間
の

放
射

性
物

質
放

出
に

対
応
す

る
設
備

で
あ
る
た
め
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」

と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 ⑤

 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 ⑥

 
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
は
，
重
大
事
故
時
に
お
い
て
，
対
策
本
部
の
陽
圧
化
並
び
に
酸
素
濃
度
及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
を

活
動

に
支

障
が
な

い
範

囲
に

維
持

す
る

た
め
に

必
要

な
本

数
と

し
て

，
工
事

計
画
認

可
申
請
書
に
基
づ
き
，
１
２
３
本
を
所
要
数
と
す
る
。

 
二
酸
化
炭
素
吸
収
装
置
は
，
重
大
事
故
時
に
お
い
て
，
対
策
要
員
等
が
二
酸
化
炭
素
濃
度
の
増
加
に
よ
り

 
窒
息
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
台
数
と
し
て
，
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。
 

可
搬
型
外
気
取
入
送
風
機
は
，
必
要
な
換
気
容
量
を
有
す
る
も
の
２
台
を
所
要
数
と
す
る
。
 

可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
は
，
必
要
な
換
気
容
量
を
有
す
る
も
の
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。

 
差

圧
計
は

，
５

号
炉

原
子

炉
建

屋
内
緊

急
時

対
策

所
の

陽
圧

化
さ
れ

た
室

内
と

周
辺

エ
リ

ア
と
の

差
圧
範

囲
を
監
視
す
る
た
め
，
１
個
を
所
要
数
と
す
る
。

 
酸

素
濃
度

計
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度
計

は
，

対
策

本
部

の
酸

素
濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
が
活

動
に
支

          コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．１
１
５
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
５
号
炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所

（
対

策
本
部
）
可
搬

型

陽
圧

化
空

調
機

の
活
性
炭
フ
ィ
ル
タ
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

化
学
管
理
Ｇ
Ｍ
 

２
．
５
号
炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所

（
対

策
本
部
）
可
搬

型

陽
圧
化
空
調
機
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

３
．
５
号
炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所

（
対

策
本
部
）
可
搬

型

陽
圧
化
空
調
機
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

４
．

５
号

炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対

策
本
部
）
可
搬

型

外
気
取
入
送
風
機
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

５
．

５
号

炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対

策
本
部
）
可
搬

型

外
気

取
入

送
風

機
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

６
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
５
号

炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
陽
圧
化
装
置
（
空

気
ボ
ン
ベ
）
が
規
定
圧
力
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

５
号
炉
当
直
長
 

７
．
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
二
酸
化
炭

素
吸
収
装
置
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

８
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
５
号

炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
二
酸
化
炭
素
吸
収

装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

９
．
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
対
策
本
部
）
の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

10
．
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
対
策
本
部
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

11
．
酸
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

発
電
Ｇ
Ｍ
 

12
．
酸
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

３
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
Ｇ
Ｍ
 

13
．
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

発
電
Ｇ
Ｍ
 

14
．
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
Ｇ
Ｍ
 

15
．
差
圧
計
（
対
策
本
部
）
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

計
測
制
御
Ｇ
Ｍ
 

16
．
差
圧
計
（
対
策
本
部
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に
よ
 

り
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

計
測
制
御
Ｇ
Ｍ
 

 

障
が
な
い
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
を
測
定
す
る
た
め
，
そ
れ
ぞ
れ
１
個
を
所
要
数
と
す
る
。

 
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
は
，
重
大
事
故
時
に
お
い
て
，
対
策
本
部
内
の
放
射
線
量
の
監
視
の
た
め
，
１
台
を

所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
，
添
付
－
２
）

 
 ⑦

 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）

 
 ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
項
目
２
，
４
，
７
，
９
，
１
１
，
１
３
，
１
５
が
該
当
。

 
「

保
安

規
定

変
更

に
係

る
基
本

方
針

」
の

可
搬

型
重

大
事
故

等
対

処
設

備
の

サ
ー

ベ
ラ
ン

ス
頻
度

の
考
え
方
に
基
づ
き
定
検
毎
（
又
は
１
年
に
１
回
）
に
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
１
，
３
，
５
，
６
，
８
，
１
０
，
１
２
，
１
４
，
１
６
が
該
当
。

 
項
目
１
，
３
，
５
，
６
，
１
０
，
１
２
，
１
４
，
１
６
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬

型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き

，
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
項
目
８
の
頻
度
に
つ
い
て
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
と
同
等
と
し
，
１

ヶ
月
に
１
回
と
す
る
。

 
 

活
性
炭
フ
ィ
ル
タ
に
つ
い
て
は
，
外
観
点
検
に
て
，
フ
ィ
ル
タ
の
保
管
状
態
に
異
常
が
な
い
こ
と

を

確
認
す
る
こ
と
で
，
性
能
を
満
足
し
て
い
る
と
判
断
す
る
。

 
 

酸
素
濃
度
計
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
に
つ
い
て
は
，
電
源
を
入
れ
，
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。

 
                     

               コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．１
１
１

 
    コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ
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０
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ａ
．
動
作
可
能
な
可
搬
型
エ
リ
ア

モ
ニ
タ
（
対
策
本
部
）
が
所

要
数

を
満

足
し

て
い

な
い

場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認

を
得
て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

Ｂ
．
５

号
炉

原
子

炉
建

屋
内

緊

急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）

可
搬

型
外

気
取

入
送

風
機

及
び

可
搬

型
陽

圧
化

空
調

機
に

よ
る

加
圧

系
が
動
作

不
能
の
場
合
 

又
は
 ５

号
炉

原
子

炉
建

屋
内

緊

急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）

陽
圧

化
装

置
（
空

気
ボ
ン

ベ
）

に
よ

る
加

圧
系

が
動

作
不
能
の
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

又
は
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認

を
得
て
実
施
す
る

※
７
。
 

１
０
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｃ
．
動
作
可
能
な
５
号
炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対

策
本
部
）
二
酸
化
炭
素
吸
収

装
置

，
差

圧
計

（
対

策
本

部
）
，
酸
素
濃
度
計
（
対
策
本

部
）
又
は
二
酸
化
炭
素
濃
度

計
（
対
策
本
部
）
が
所
要
数

を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

Ｃ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

又
は
 

Ｃ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認

を
得
て
実
施
す
る

※
７
。
 

１
０
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｄ
．
条
件
Ｂ
又
は
Ｃ
で
要
求
さ
れ

る
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

Ｄ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｄ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

    

   ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
可
搬
型
外
気
取
入
送
風
機
及
び
可
搬
型
陽
圧
化
空
調

機
に
よ
る
加
圧
系
等
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し

て
設
定
す
る
。

 
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 
Ａ
１
．
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
完
了
時
間
は
，
保
安
規
定
第
１

０
２
条
（
放
射
線
計
測
器
類
の
管
理
）
に
お
い
て
，
放
射
線
計
測
器
類
に
つ
い
て
は
「
故
障
等
に

よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
修
理
又
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。」

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，

こ
の
考
え
方
を
準
用
し
“
速
や
か
に
”
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 
 Ａ
２
．
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
計
測
機
器
の
補
充
等
）

を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技

術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
，

保
安
規
定
第
１
０
２
条
（
放
射
線
計
測
器
類
の

管
理
）
に
お
い
て
，
放
射
線
計
測
器
類
に
つ
い
て
は
「
故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合

は
，
修
理
又
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
こ
の
考
え
方
を
準
用
し
代
替
措

置
を
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
“
速
や
か
に
”
実
施
す
る
。

 
 Ｂ

１
．，

Ｃ
１
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
保
安
規
定
第
２
７
条
（
計

測
及
び
制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
計
装
」
の
２
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合

，

少
な
く
と
も
１
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
復
旧
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
１

０
日
間
」
を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ

２
．，

Ｃ
２
．
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
Ｂ
２
．
に
つ
い
て
は
，
送
風
機
，
空
調
機
又

は
空
気
ボ
ン
ベ
の
補
充
等
。
Ｃ
２
．
に
つ
い
て
は
，
二
酸
化
炭
素
吸
収
装
置
又
は
計
測
機
器
の
補

充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
，
緊
急
時
対

策
所
に
係
る
そ
の
他
の
設
備
と
同
様
，「

事
故
時
計
装
」
の
２
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な

っ
た
場
合
，
少
な
く
と
も
１
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
復
旧

す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間

で
あ
る
「
１
０
日
間
」
を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｄ

１
．，

Ｄ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 
           

              コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
８

６
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 
適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

Ａ
．
動
作
可
能
な
可
搬
型
エ
リ
ア

モ
ニ
タ
（
対
策
本
部
）
が
所

要
数

を
満

足
し

て
い

な
い

場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認

を
得
て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

Ｂ
．
５

号
炉

原
子

炉
建

屋
内

緊

急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）

可
搬

型
外

気
取

入
送

風
機

及
び

可
搬

型
陽

圧
化

空
調

機
に

よ
る

加
圧

系
が
動
作

不
能
の
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認

を
得
て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

Ｃ
．
動
作
可
能
な
差
圧

計
（
対
策

本
部
）
，

酸
素
濃
度

計
（
対

策
本
部
）
又
は
二

酸
化
炭
素

濃
度
計
（
対
策
本

部
）
が
所

要
数

を
満

足
し

て
い

な
い

場
合

 

Ｃ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

及
び
 

Ｃ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認

を
得
て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

※
６
：
代

替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

※
７
：
１
０
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま

で
運
転
上
の
制
限
の
逸

脱

は
継
続
す
る
が
，
１
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件
Ｄ
に
は
移
行
し
な
い
。
 

    
 

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】

 
Ａ
１
．，

Ｂ
１
．
，
Ｃ
１
．
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。 

 Ａ
２
．，

Ｂ
２
．
，
Ｃ
２
．
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
Ａ
２
．
及
び
Ｃ
２
．
に
つ
い
て
は
，

計
測
機
器
の
補
充
等
。
Ｂ
２
．
に
つ
い
て
は
，
送
風
機
又
は
空
調
機
の
補
充
等
。）

を
検
討
し
，
原

子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
“
速
や
か
に
”
実
施
す
る
。

 
 

       コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
８

６
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T8002131
四角形



 

保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 ６
６
－
１
６
－
２
 
緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
確
保
（
待
機
場
所
）
 ①

 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 ③

 

被
ば
く
低
減
設
備
 

（
１
）
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ

ン
ベ
）
に
よ
る
加
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

（
２
）
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機

に
よ
る
加
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
２
 

（
３
）
差
圧
計
（
待
機
場
所
），

酸
素
濃
度
計
（
待
機
場
所
）
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計

（
待
機
場
所
）
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

そ
の
他
設
備
 

可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
待
機
場
所
）
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用

さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態

 ④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数

※
４
 ⑥

 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

５
号
炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）

陽
圧
化
装
置
（

空
気
ボ
ン
ベ
）
 

１
４
２
１
本
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

５
号
炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）

可
搬
型
陽
圧
化

空
調
機
 

２
台
 

差
圧
計
（
待
機

場
所
）
 

１
個
 

酸
素
濃
度
計
（

待
機
場
所
）
 

１
個
 

二
酸
化
炭
素
濃

度
計
（
待
機
場
所
）
 

１
個
 

可
搬
型
エ
リ
ア

モ
ニ
タ
（
待
機
場
所
）
 

１
台
 

※
１

：
陽

圧
化
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ

※
３
，
弁
及
び
配
管
を
含
む
。
 

※
２
：
陽

圧
化
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ

※
３
及
び
ダ
ク
ト
を
含
む
。
 

※
３
：
バ

ウ
ン
ダ
リ
が
開
放
さ
れ
て
い
て
も
，
陽
圧
化
が
可
能
で
あ
れ
ば
運
転
上
の
制
限
を
逸
脱
し
て
い
る

と

は
み
な
さ
な
い
。
 

※
４

：
５

号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）
あ
た
り
の
合
計
所
要
数
。

 
 

    

 
①

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）
が
該
当
す
る
。

 
 ②

 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 ③

 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う

，
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対

策

所
（
待
機
場
所
）
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
に
よ
る
加
圧
系
及
び
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対

策
所
（
待
機
場
所
）
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
に
よ
る
加
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
並
び
に
可
搬

型

エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
待
機
場
所
）
等
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。

な

お
，
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）
は

６
号
炉
及
び
７
号
炉
共
用
で
１
つ
で

あ

り
，
上
記
の
運
転
上
の
制
限
は
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）
あ
た
り
の
要
求
で
あ
る
。（

保
安
規
定
変

更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 
ま
た
，
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）
へ
の
ケ
ー
ブ
ル
引
き
込
み
等
に
つ
い
て
は
，
要
員
を
配
置
し
速

や
か
に
開
口
部
を
閉
め
ら
れ
る
等
管
理
さ
れ
た
状
態
で
あ
れ
ば

運
転
上
の
制
限
を
逸
脱
し
て
い
る
と

は

み
な
さ
な
い
。

 
 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）

 
「
緊
急
時
対
策
所
（
の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
等
）
」
で
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
も

重
大

事
故

等
に
対

処
す
る

た
め
に

必
要

な
指
示

を
行
う

要
員
が

と
ど

ま
り
，

必
要
な

指
示
を

行

う
と

と
も

に
，

発
電
所

内
外
の

通
信
連

絡
を

す
る
必

要
の
あ

る
場
所

と
通

信
連
絡

す
る
た

め
に
必

要

な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
 
な
お
，
必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡
に
係
わ
る
設
備
は
，
６
６
－
１
７
－
１
（
通
信
連
絡
設
備
）
に
て

整
理
す
る
。

 
 

④
 
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
に
よ
る
加
圧
系
に
つ
い
て
は
，

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お

い

て
，
短
期
間
の
放
射
性
物
質
放
出
（
格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
時
）
に
対
応
す
る
設
備
で
あ
り
，
適
用
さ
れ

る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
な
お
，
当
該
設
備
は
６
号
炉
及
び
７
号

炉
共
用
設
備
で
あ
る
が
，
本
条
文
は
７
号
炉
の
原
子
炉
の
状
態
に
対
し
て
定
め
る
。
 

可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
に
よ
る
加
圧
系
，
差
圧
計
，
酸
素
濃
度
計
，
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
，
可
搬
型
エ
リ

ア
モ
ニ
タ
に
つ
い
て
は
，
長
期
間
の
放
射
性
物
質
放
出
に
対
応
す
る
設
備
で
あ
る
た
め
，
適
用
さ
れ

る

原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変

更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 ⑥

 
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
は
，
重
大
事
故
時
に
お
い
て
，
待
機
場
所
の
陽
圧
化
並
び
に
酸
素
濃
度
及

び
二
酸
化
炭
素
濃
度
を
活
動
に
支
障
が
な
い
範
囲
に
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
本
数
と
し
て
，

工
事

計

画
認
可
申
請
書
に
基
づ
き
，
１
４
２
１
本
を
所
要
数
と
す
る
。
 

可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
は
，
必
要
な
換
気
容
量
を
有
す
る
も
の
２
台
を
所
要
数
と
す
る
。
 

差
圧
計
は
，
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
の
陽
圧
化
さ
れ
た
室
内
と
周
辺
エ
リ
ア
と
の
差

圧

範
囲
を
監
視
す
る
た
め
，
１
個
を
所
要
数
と
す
る
。
 

酸
素
濃
度
計
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
は
，
待
機
場
所
の
酸
素
濃
度
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
が
活
動

に

支
障
が
な
い
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
を
測
定
す
る
た
め
，
そ
れ
ぞ
れ
１
個
を
所
要
数
と
す
る
。
 

可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
は
，
重
大
事
故
時
に
お
い
て
，
待
機
場
所

内
の
放
射
線
量
の
監
視
の
た
め
，

１

台
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
，
添
付
－
２
）
 

          コ
メ
ン
ト
Ｎ
ｏ

．
１

１
５
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．

５
号

炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急

時
対
策
所

（
待

機
場
所
）
可

搬

型
陽

圧
化

空
調

機
の
活
性
炭
フ
ィ
ル
タ
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

化
学
管
理
Ｇ
Ｍ
 

２
．

５
号

炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急

時
対
策
所

（
待

機
場
所
）
可

搬

型
陽
圧
化
空
調
機
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

３
．

５
号

炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急

時
対
策
所

（
待

機
場
所
）
可

搬

型
陽
圧
化
空
調
機
を
起
動
し
，動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

４
．
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）
陽
圧
化
装

置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
が
規
定
圧
力
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

５
号
炉
当
直
長
 

５
．
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
待
機
場
所
）

の
機
能
確
認
を
実
施
す

る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

６
．
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
待
機
場
所
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

７
．
酸
素
濃
度
計
（
待
機
場
所
）
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

発
電
Ｇ
Ｍ
 

８
．
酸
素
濃
度
計
（
待
機
場
所
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
Ｇ
Ｍ
 

９
．
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
待
機
場
所
）
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

発
電
Ｇ
Ｍ
 

10
．
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
待
機
場
所
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
Ｇ
Ｍ
 

11
．
差
圧
計
（
待
機
場
所
）
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

計
測
制
御
Ｇ
Ｍ
 

12
．
差
圧
計
（
待
機
場
所
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に

よ
り
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

計
測
制
御
Ｇ
Ｍ
 

          

  ⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

 
４
．
２
）

 
 ａ

．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
項
目
２
，
５
，
７
，
９
，
１
１
が
該
当
。

 
「
保

安
規
定
変
更

に
係
る
基
本
方

針
」
の
可
搬

型
重
大
事
故
等

対
処
設
備
の

サ
ー
ベ
ラ
ン
ス

頻

度
の
考
え
方
に
基
づ
き
１
年
に
１
回
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
１
，
３
，
４
，
６
，
８
，
１
０
，
１
２
が
該
当
。

 
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え

方
に
基
づ
き
可
搬
型
設
備
は
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

活
性
炭
フ
ィ
ル
タ
に
つ
い
て
は
，
外
観
点
検
に
て
，
フ
ィ
ル
タ
の
保
管
状
態
に
異
常
が
な
い
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
で
，
性
能
を
満
足
し
て
い
る
と
判
断
す
る
。

 
 

酸
素
濃
度
計
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
に
つ
い
て
は
，
電
源
を
入
れ
，
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。

 
                          

           コ
メ
ン
ト
Ｎ
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．
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温

停
止
 

Ａ
．
動
作
可
能
な
可

搬
型

エ
リ

ア
モ
ニ
タ
（
待

機
場
所
）

が
所

要
数

を
満

足
し

て

い
な
い
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討

し
，
原
子

炉
主
任
技

術
者
の
確

認

を
得
て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

Ｂ
．
５

号
炉

原
子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
（

待
機

場

所
）
可
搬
型
陽
圧
化
空
調

機
に

よ
る

加
圧

系
が

動

作
不
能
の
場
合
 

又
は
 ５

号
炉

原
子

炉
建

屋
内

緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場

所
）
陽
圧
化
装
置
（
空
気

ボ
ン
ベ
）
に
よ

る
加
圧
系

が
動
作
不
能
の
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

又
は
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討

し
，
原
子

炉
主
任
技

術
者
の
確

認

を
得
て
実
施
す
る

※
６
。
 

１
０
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｃ
．
動
作
可
能
な
差
圧
計
（
待
機

場
所
），

酸
素
濃
度
計
（
待

機
場

所
）

又
は

二
酸

化
炭

素
濃
度
計
（
待
機
場
所
）
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な

い
場
合
 

Ｃ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

又
は
 

Ｃ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討

し
，
原
子

炉
主
任
技

術
者
の
確

認

を
得
て
実
施
す
る

※
６
。
 

１
０
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｄ
．
条
件
Ｂ
又
は
Ｃ
で
要
求
さ
れ

る
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

Ｄ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｄ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

        

  ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
に
よ
る
加
圧
系

等
は

，

１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
【
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
炉
心
変
更
時
等
】

 
Ａ
１
．
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る

。
完
了
時
間
は
，
保
安
規
定
第

１
０
２
条
（
放
射
線
計
測
器
類
の
管
理
）
に
お
い
て
，
放
射
線
計
測
器
類
に
つ
い
て
は
「
故
障

等
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
修
理
又
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。」

と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
，
こ
の
考
え
方
を
準
用
し
“
速
や
か
に
”
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す

る
。

 
 Ａ
２
．
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
計
測
機
器
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
，
保
安
規
定
第
１
０
２
条
（
放
射
線
計
測
器

類
の
管
理
）
に
お
い
て
，
放
射
線
計
測
器
類
に
つ
い
て
は
「
故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ

た
場
合
は
，
修
理
又
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。」

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
こ
の
考
え
方
を
準
用

し
代
替
措
置
を
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
“
速
や
か
に
”
実
施
す
る
。

 
 Ｂ

１
．，

Ｃ
１
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
保
安
規
定
第
２

７
条
（
計

測
及
び
制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
計
装
」
の
２
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，

少
な

く
と

も
１

つ
の

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

復
旧

す
る

た
め

に
認

め
ら

れ
て

い
る

完
了

時
間

で
あ

る

「
１
０
日
間
」
を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
２
．
，
Ｃ
２
．
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
Ｂ
２
．
に
つ
い
て
は
，
空
調
機
又
は
空
気

ボ
ン
ベ
の
補
充
等
。
Ｃ
２
．
に
つ
い
て
は
，
計
測
機
器
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
，
緊
急
時
対
策
所
に
係
る
そ
の
他
の
設
備
と

同
様
，「

事
故
時
計
装
」
の
２
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，
少
な
く
と
も
１

つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
復
旧
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
を

準
用
し
，
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｄ

１
．，

Ｄ
２
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

冷
温

停
止
 

燃
料

交
換
 

Ａ
．
動
作
可
能
な
可

搬
型

エ
リ

ア
モ
ニ
タ
（
待

機
場
所
）

が
所

要
数

を
満

足
し

て

い
な
い
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認

を
得
て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

Ｂ
．
５

号
炉

原
子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
（

待
機

場

所
）
可
搬
型
陽
圧
化
空
調

機
に

よ
る

加
圧

系
が

動

作
不
能
の
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確

認

を
得
て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

Ｃ
．
動
作
可
能
な
差
圧
計
（
待
機

場
所
）
，
酸
素
濃

度
計
（
待

機
場
所
）
又
は
二
酸
化
炭

素
濃
度
計
（
待

機
場
所
）

が
所

要
数

を
満

足
し

て

い
な
い
場
合

 

Ｃ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

及
び
 

Ｃ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確

認

を
得
て
実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

※
５

：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。

 
※
６
：
１
０
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま
で
運
転
上
の
制
限
の
逸

脱

は
継
続
す
る
が
，
１
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件
Ｄ
に
は
移
行
し
な
い
。

 

 【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】

 
Ａ
１
．，

Ｂ
１
．
，
Ｃ
１
．
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す

る
。

 
 Ａ

２
．
，
Ｂ
２
．
，
Ｃ
２
．
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
Ａ
２
．
及
び
Ｃ
２
．
に
つ
い
て

は
，
計
測
機
器
の
補
充
等
。
Ｂ
２
．
に
つ
い
て
は
，
空
調
機
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉

主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
“
速
や
か
に
”
実
施
す
る
。
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四角形



 

保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温

停
止
 

Ａ
．
代
替
電
源
設
備
に

よ
る

電
源

系
が
動

作
不
能
の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
６
号
炉
又
は
７
号
炉
の
非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
か

ら
受

電
可

能

な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
及
び
 

Ａ
２
．
１
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
３
を
検
討
 

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
 

を
得
て
実
施
す
る

※
４
。
 

 
又
は
 

Ａ
２
．
２

．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

１
０
日
間
 

 

  １
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

冷
温

停
止
 

燃
料

交
換
 

Ａ
．
代
替
電
源
設
備
に

よ
る
電
源
系
が
動

作
不
能
の
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
６
号
炉
又
は
７
号
炉
の
非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
か

ら
受

電
可

能

な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
３
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実

施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

※
３

：
代
替
品
の
補
充
を
い
う
。

 
※
４
：
１
０
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま
で
運
転
上
の
制
限
の
逸

脱
は
継
続
す
る
が
，
１
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件
Ｂ
に
は
移
行
し
な
い
。
 

 

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

代
替
電
源
設
備
に
よ
る
電
源
系
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条

件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
に
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
）
）
 

緊
急
時
対
策
所
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
と
し
て
は
重
要
度
分
類
指
針
に
お
い
て
「
緊
急
時
対
策
上
重
要
な

も
の
及
び
異
常
状
態
の
把
握
機
能
」
と
し
て
「
Ｍ
Ｓ
－
３
」
に
分
類
さ
れ
て
お
り
，
従
来
は
Ｌ
Ｃ
Ｏ
設
定
し
て

い
な
い
。
緊
急
時
対
策
所
は
，
運
転
中
／
停
止
中
の
炉
心
，
及
び
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
の
燃
料
に
対
し
て

間
接
的
に
安
全
機
能
を
有
す
る
設
備
で
あ
り
，
事
故
時
に
情
報
収
集
し
必
要
な
指
示
を
行
う
た
め
の
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
，
「
Ｍ
Ｓ
－
２
」
の
「
異
常
状
態
へ
の
対
応
上
特
に
重
要
な
構
造
物
，
系
統
及
び
機
器
」
に
分
類

さ
れ
て
Ｌ
Ｃ
Ｏ
設
定
さ
れ
て
い
る
保
安
規
定
第
２
７
条
（
計
測
及
び
制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
計
装
」
の
要
求

さ
れ
る
措
置
／
Ａ
Ｏ
Ｔ
を
参
考
に
以
下
に
定
め
る
。
 

 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
 

Ａ
１
．
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
は
６
号
炉
又
は
７
号
炉
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
か
ら
受

電
可
能
で
あ
る
た
め
，
当
該
発
電
機
か
ら
受
電
可
能
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す

る
。
（
添
付
－
３
）
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
で
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
，
安
全
上
有
効

な
措
置
と
し
て
実
施
す
る
。
）
 

 Ａ
２
．
１
．
，
Ａ
２
．
２
．
当
該
系
統
(代

替
電
源
設
備
)の

機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
発
電
機
，
ケ
ー
ブ

ル
，
分
電
盤
又
は
変
圧
器
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
“
速
や
か

に
”
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
，
保
安
規
定
第
２
７
条
（
計
測
及
び
制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
計
装
」

の
２
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，
少
な
く
と
も
１
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
復
旧
す
る

た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
を
準
用
し
，
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

 Ｂ
１
．
，
Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

 【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
 

Ａ
１
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 Ａ
２
．
【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ａ
１
．
と
同
様
。
 

 Ａ
３
．
当
該
系
統
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
発
電
機
，
ケ
ー
ブ
ル
，
分
電
盤
又
は
変
圧
器
の
補
充
等
）

を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
“
速
や
か
に
”
実
施
す
る
。
 

                       コ
メ

ン
ト

 
Ｎ

ｏ
．
８

６
 

            コ
メ

ン
ト

 
Ｎ

ｏ
．
８

６
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
の
 

状
態

 ④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 

⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温

停
止
 

冷
温

停
止
 

燃
料

交
換
 

５
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所

（
対
策
本
部
）
 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示

シ
ス
テ
ム
（
S
P
D
S）

 

緊
急

時
対

策
支

援
シ

ス
テ

ム
伝
送
装
置

※
１
 

１
式

※
２
 

S
P
D
S
表
示
装
置
 

１
台

※
２
 

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ

ト
ワ

ー
ク

を
用

い
た

通

信
連
絡
設
備
 

テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
 

１
台

※
３
 

I
P
-
電
話
機
 

６
台

※
３
 

I
P
-
F
A
X 

２
台

※
３
 

衛
星
電
話
設
備
（
常
設
）
 

５
台
 

衛
星
電
話
設
備
（
可
搬
型
）
 

４
台
 

無
線
連
絡
設
備
（
常
設
）
 

４
台
 

無
線
連
絡
設
備
（
可
搬
型
）
 

２
９
台
 

携
帯
型
音
声
呼
出
電
話
機
 

２
台
 

５
号
炉
屋
外
緊
急
連
絡
用
イ
ン
タ
ー
フ
ォ
ン
 

２
台

※
４
 

７
号

炉
プ

ロ
セ

ス
計

算
機
室
 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示

シ
ス
テ
ム
（
S
P
D
S）

 
デ
ー
タ
伝
送
装
置
 

１
式

※
２
 

７
号
炉
中
央
制
御
室
 

衛
星
電
話
設
備
（
常
設
）
 

１
台
 

無
線
連
絡
設
備
（
常
設
）
 

１
台
 

携
帯
型
音
声
呼
出
電
話
機
 

３
台
 

５
号
炉
中
央
制
御
室
 

５
号
炉
屋
外
緊
急
連
絡
用
イ
ン
タ
ー
フ
ォ
ン

 
２
台

※
４
 

５
号

炉
原

子
炉

建
屋

屋
外
 

５
号
炉
屋
外
緊
急
連
絡
用
イ
ン
タ
ー
フ
ォ
ン

 
６
台

※
４
 

※
１
：
デ
ー
タ
伝
送
設
備
を
含
む
。

 
※

２
：
緊
急
時
対
策
支
援
シ
ス
テ
ム
伝
送
装
置
及
び
デ
ー
タ
伝
送
装
置
に
つ
い
て
は
，
Ａ
系
又
は
Ｂ
系
の
い
ず
れ
か

に
よ
り
所
内
は
有
線
系
又
は
無
線

系
回
線
，
所
外
は
有
線
系
又
は
衛
星
系
回
線
で
伝
送
可
能
で
あ

る
こ
と
を

い
う
。

 
※

３
：
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
用
い
た
通
信
連
絡
設
備
に
つ
い
て
は
，

テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
，
I
P
-

電
話
機
又
は

I
P-
F
AX

の
い
ず
れ
か
に
よ
り
有
線
系
又
は
衛
星
系
回
線
で
所
外
へ
通
信
可
能
で
あ

る
こ
と
を

い
う
。

 
※
４
：
５

号
炉
屋
外
緊
急
連
絡
用
イ
ン
タ
ー
フ
ォ
ン
に
つ
い
て
は
，
Ａ
系
又
は
Ｂ
系
の
い
ず
れ
か
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
い
う
。

 
 

    

 

④
 
通
信
連
絡
設
備
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
施
設
内
外
の
連
絡
を
行
う
た
め

に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
重
大
事
故
等
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
，
待
機

が
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら

，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷

温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）
 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

 

⑥
 
通
信
連
絡
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
工
事
計
画
認
可
申
請
書
に
お
い
て
整
理
し
た
各
場
所
に

必
要
な
個
数
を
所
要
数
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
，
添
付
－
２
）
 

 

                          

        コ
メ

ン
ト

Ｎ
ｏ
．

１
１
４

 
                 コ

メ
ン

ト
Ｎ

ｏ
．

１
２

２
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み

な
さ
な
い
。

 
※
７
：
連
絡
要
員
の
追
加
や
，
同
種
の
通

信
機
器
の
追
加
又
は
他
種
の
通
信
機
器
等
に
よ
る
通
信
手
段
を

確
保
す
る
こ

と
を
条
件
に
行
う
計
画
保
守
及
び

機
能
試
験
に
よ
る
停
止
時
（
他
の
事
業
者
等
が
所
掌
す
る
設
備
の

点
検
及
び

試
験
に
伴
う
停
止
を
含
む
。）

は
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。

 
※
８

：
所
要
の
確
認
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
を
記
録
し
，
連
絡
す
る
要
員
を
確
保
す
る
こ
と
等
を
い
う
。

 
※

９
：
１

０
日

間
以
内

に
代
替

措
置
が

完
了

し
た
場

合
，
当

該
設
備

が
復

旧
す
る

ま
で
運

転
上
の

制
限

は
継
続

す
る

が
，
１
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て

も
条
件
Ｅ
に
は
移
行
し
な
い
。

 
※

1
0
：
通
信
機
器
の
補
充
等
を
い
う
。

 
※
1
1：

連
絡
要
員
の
追
加
や
，
同
種
の
通

信
機
器
の
追
加
又
は
他
種
の
通
信
機
器
に
よ
る
通
信
手
段
の
確

保
及
び
あ
ら

か
じ
め
記
録
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
を

定
め
，
記
録
要
員
を
確
保
す
る
こ
と
等
を
い
う
。
 

※
1
2：

連
絡
要
員
の
追
加
や
，
同
種
の
通

信
機
器
の
追
加
又
は
他
種
の
通
信
機
器
に
よ
る
通
信
手
段
の
確

保
に
よ
る
措

置
を
い
う
。

 
※
1
3：

緊
急
時
対
策
支
援
シ
ス
テ
ム
伝
送
装
置
，
衛
星
電
話
設
備
（
常
設
），

衛
星
電
話
設
備
（
可
搬
型
）
及
び
統
合

原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
通
信
連
絡
設
備
（
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
，
I
P
-電

話
機
及
び

IP
-
F
AX
）

に
つ
い
て
は
，
原
子
炉
設
置
者
所
掌
外
の
設
備
（
通
信
衛
星
等
の
他
の
事
業
者
等
が
所
掌
す
る
設
備
）
の
故
障

等
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
逸
脱
し
た
場
合
に
お
い
て
，
当
該
要
求
さ
れ
る
措
置
に
対
す
る
完
了
時
間
を
除
外

す
る
。

 

     
 
注
釈
※
８
の
解
釈
：
緊
急
時
対
策
所
支
援
シ
ス
テ
ム
伝
送
装
置
又
は
デ
ー
タ
伝
送
装
置
の
伝
送
停
止
が
発

生
し
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て
、
確
認
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
の
記
録
及
び
連
絡
す
る

た
め
の
要
員
は
、
社
内
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
で
定
め
る
。

 
   

     コ
メ

ン
ト

Ｎ
ｏ
．

１
２

１
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

Ａ
．
動
作
可
能
な
ホ
イ

ー
ル
ロ
ー
ダ
が
所

要
数
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

又
は
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
２
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者
の

確
認
を

得
て

実

施
す
る

※
３
。
 

１
０
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｂ
．
条
件
Ａ
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

Ｂ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

Ａ
．
動
作
可
能
な
ホ
イ

ー
ル
ロ
ー
ダ
が
所

要
数
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
２
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者
の

確
認
を

得
て

実

施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

※
２

：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。

 
※
３
：
１
０
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま
で
運
転
上
の
制
限
の
逸

脱
は
継
続
す
る
が
，
１
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件
Ｂ
に
は
移
行
し
な
い
。
 

 
⑧

 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。

 
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
に
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し

て
記
載
す
る
。

 
 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 
Ａ

１
．

ホ
イ

ー
ル

ロ
ー
ダ

は
重

大
事

故
等

時
に

可
搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を
運

搬
す

る
た

め
の

ア

ク
セ
ス
ル
ー
ト
を
確
保
す
る
設
備
で
あ
り
，
運
転
／
停
止
中
の
炉
心
，
及
び
使
用
済
み
燃
料
プ
ー

ル
の
燃
料
に
対
し
て
間
接
的
に
安
全
機
能
を
有
す
る
設
備
で
あ
り
，
「
Ｍ
Ｓ
－
２
」
の
「
異
常
状

態
へ
の
対
応
上
特
に
重
要
な
構
築
物
，
系
統
及
び
機
器
」
に
分
類
さ
れ
て
Ｌ
Ｃ
Ｏ
設
定
さ
れ
て
い

る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
「
事
故
時
計
装
」
の
機
能
喪
失
時
に
要
求
さ
れ
る
Ａ
Ｏ
Ｔ
の
「
１

０
日
間
」
を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ａ
２
．
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
重
機
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
，
「
事
故
時
計
装
」
の
機
能
喪
失
時
に
要
求
さ
れ
る
Ａ

Ｏ
Ｔ
の
「
１
０
日
間
」
を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
１
．，

Ｂ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 
 【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】

 
Ａ
１
．
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 
 Ａ
２
．
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
“
速
や
か
に
”
実
施
す
る
。

 

                 コ
メ
ン
ト

Ｎ
ｏ

．
８

６
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条
 
条
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記
載
の
説
明

 
備

考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
  

Ａ
．
動

作
可

能
な

可

搬
型

代
替

注
水

ポ
ン

プ
（

Ａ
－

２
級

）
が

８
台

未
満

の
場

合

（
４

台
以

上
が

動
作
可
能
）
 

Ａ
１
．
当
直
長
は
，
残
留
熱
除
去
系
１
系
列
及
び
非

常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
台
を
起
動
し
，

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
４
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
２
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討
し
，
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

及
び
 

Ａ
３
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

     

１
０
日
間
 

  

３
０
日
間
 

Ｂ
．
動

作
可

能
な

可

搬
型

代
替

注
水

ポ
ン

プ
（

Ａ
－

２
級

）
が

４
台

未
満
の
場
合
 

Ｂ
１
．
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
，
格
納
容
器

圧
力
逃
が
し
装
置
，
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
冷
却
系
（
可
搬
型
）
，
格
納
容
器
下
部
注

水
系
（
可
搬
型
）
及
び
復
水
貯
蔵
槽
へ
の
移

送
設
備
を
動
作
不
能
と
み
な
す
。
 

及
び
 

Ｂ
２
．
当
直
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１

台
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
４
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
３
．
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討
し
，
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

及
び
 

Ｂ
４
．
当
直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

     

速
や
か
に
 

    

３
日
間
 

  

１
０
日
間
 

Ｃ
．
条
件
Ａ
又
は
Ｂ
で

要
求
さ
れ
る
措
置

を
完
了
時
間
内
に

達
成
で
き
な
い
場

合
 

Ｃ
１
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

及
び
 

Ｃ
２
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

   

 
⑧

 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
上
記
③
の
と
お
り
，
運
転
上
の
制
限
を
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
動
作
不
能
と

な
り
所
要
数
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
を
条
件
と
す
る
。

 
動
作
可
能
な
台
数
が
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
な
っ
た
場
合
と
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記

載
す
る
。

 
 ⑨

 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
））

 
【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 
Ａ

１
．

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

動
作

不
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

対
応

す
る

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備
 
 
 
 

 

が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ

と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ

る
が
，

設
置
許
可
基
準
規

則

第
四
十
七
条

～
第
五
十
二
条
に
お
け
る
可

搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ

－
２
級
）
を
使
用
す
る

各
対

応
手
段
の
主

な
起
因
で
あ
る
原
子
炉
圧
力

容
器
の
冷
却
機
能
喪
失
時
，

原
子
炉
格
納
容
器
の
冷
却

機

能
喪
失
時
及

び
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時

に
お
い
て
，

最
も
実
効
的
な

設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

を

確
認
対
象
と

し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
，

具
体
的
に
は

残
留
熱
除
去
系

及
び
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発

電
機
（
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
含
む
。）

が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
“
速

や
か
に
”
と
す
る
。

 
 Ａ
２
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
可
搬
型
ポ
ン
プ
の
補
充

等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
 
 
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故

対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
）
で
あ
る
「
１
０
日

間
」
と
す
る
。

 
 Ａ
３
．
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は

代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上

限
（
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
））

の
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
１
．
動
作
可
能
な
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
が
１
Ｎ
未
満
の
場
合
，
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン

プ
（
Ａ
－
２
級
）
を
使
用
す
る
設
備
が
機
能
喪
失
し
た
状
態
と
な
る
こ
と
か
ら
，
各
対
応
す
る
設
備
を

動
作
不
能
と
み
な
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
要
求
さ
れ
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
実
施
す
る
。
 

 Ｂ
２
．
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
を
使
用
す
る
各
対
応
手
段
の
主
な
起
因
で
あ
る
全
交
流
動
力

電
源
喪
失
時
に
お
い
て
，
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ

と
と
し
，
具
体
的
に
は
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却

海
水
系
含
む
。
）
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 
 Ｂ
３
．，

Ａ
２
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｂ
４
．，

Ａ
３
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 
 Ｃ
１
．，

Ｃ
２
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

      

              コ
メ

ン
ト

Ｎ
ｏ

．
８
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